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Ⅰ はじめに 

 

賃金構造基本統計調査については、平成 17 年以降大きな見直しが行われておらず、この間

の社会情勢、調査環境の変化等に対応した見直しを行う必要が生じている。平成 28 年 12 月

に開催された統計委員会基本計画部会における未諮問基幹統計の確認に係る審議においても、

推計方法や調査事項の見直し等の改善について指摘を受けており、これを踏まえ、平成 30年

度を始期とする「公的統計の整備に関する基本的な計画」において、調査対象職種の見直し

や学歴区分「大学・大学院卒」、「高専・短大卒」の細分化、回収率を考慮した労働者数の推計

方法の変更等が今後５年間に講ずる具体的施策として挙げられている。 

 

これらの課題について対応するため、「厚生労働統計の整備に関する検討会」の下に「賃金

構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ」を設置し、主に推計方法の見直し及

び調査事項の見直しについて、令和２年（2020 年）調査からの変更を目途に、有識者による

検討を行った。 

検討に当たっては、調査事項を見直した場合の記入可能性及び調査の変更の影響を把握し、

見直しの内容等の検討に資するため、平成 30 年６月に統計法に基づく一般統計調査として

「賃金構造基本統計調査試験調査」（以下「試験調査」という。）を実施した。併せて、企業ヒ

アリングを実施し、企業における労務管理の実態について把握した。 

 

なお、本ワーキンググループにおける検討中、平成 31年１月に、長年にわたり総務大臣の

承認を受けた調査計画と異なる取扱いにより調査を行っていたこと等の事実が確認された。

また、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（平成 30年 12 月 25 日外国人材の受

入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）において、「就労目的の外国人の雇用形態、賃金等を

把握することができるよう統計の見直し等を行い、平成 31 年度中の実施を目指す」とされた。

これらを踏まえ、①郵送を基本とする調査方法への変更、②本社一括調査の導入、③外国人

労働者の在留資格に係る調査事項の追加等の調査の変更を令和元年（2019 年）から行うこと

としている。  
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Ⅱ 見直しの概要 

 

１ 推計方法の見直しについて 
 

（１）事業所抽出に係る復元方法の見直し 
 

① 現状と課題 
現行の事業所抽出に係る復元方法については、回収率を考慮していないため、推計労働者

数が母集団の労働者数よりも少なくなっている。また、層別の推計労働者数の構成比は、層

ごとの回収率の影響を受けることから、中長期的な回収率の低下を受けて、層ごとの回収率

のばらつきが平均所定内給与額等の推計値に影響を与えている可能性を否定できない。この

ため、復元方法について見直しを検討する必要がある。 

 

 

② 見直し方針の検討 
回収率を考慮した復元方法として、以下の３案について検討を行った。 

 

 

  

- 2-



 

 

 

各復元方法の特徴は、以下のとおりである。 

案１ ・計算方法が最も単純でわかりやすい。 

・多くの統計調査で採用されている。 

案２ ・母集団情報の常用労働者数にほぼ一致する。 

・母集団情報からの時点変化が反映されない。 

・復元倍率が１倍を下回る場合がある。 

・臨時労働者数の復元に常用労働者数を用いる必要がある（母集団におい

て臨時労働者数が 0の層があるため。）。 

案３ ・計算方法がやや複雑。 

・層内で事業所規模により回収率に差がある場合にも推計労働者数が過大

にならない。 

・臨時労働者数の復元に常用労働者数を用いる必要がある（母集団におい

て臨時労働者数が 0の層があるため。）。 

 

それぞれの案について、労働者数及び所定内給与額等の試算を行ったところ、労働者数に

ついては、案１～３とも現行調査よりも母集団労働者数に近くなり、案１と３では母集団労

働者数よりもやや多くなった。所定内給与額については、産業計でみると、一般労働者、短

時間労働者ともにいずれの案でも現行調査と比べて±１％以内の差異となっている。 
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案１～３のうち、案２については、母集団情報からの時点変化が反映されないこと等から、

案１又は案３を採用することが適当である。 

一方、案１については、同一層内での事業所規模によって回収率に差が生じているような

場合、推計常用労働者数が過大（又は過小）に評価されるという問題があるが、案３では上

記特徴のとおりこうした問題が発生しにくい。この点については、案１と案３による推計労

働者数にほとんど乖離がないことなどから、案１により常用労働者数が過大（又は過小）に

推計される懸念は大きくないと考えられ、これを理由として案３を採用する必然性は小さい。

案１と案３の試算結果を比較すると、賃金額についても大きな差異は見られないため、簡潔

性の観点から、案１を採用することが適当である。 

なお、標準誤差率についても確認したが、案１と案３で大きな違いはなかった。 

 

 検討結果 

・事業所復元倍率について、層ごとの抽出率の逆数に回収率の逆数を乗じたものに変更する

ことが適当である。 

 

③ 留意事項 
推計方法の変更に当たっては、過去の結果との接続性を考慮して、できる限り過去に遡っ

て新しい復元方法により推計した数値を参考情報として示す必要がある。 

また、変更の理由や内容についてホームページ等で利用者に分かりやすく説明する必要が

ある。 

 

 

（２）労働者抽出に係る復元方法の見直し 
 

① 現状と課題 
現行の労働者抽出に係る復元方法については、原則として労働者抽出率の逆数を復元倍率

とするが、抽出された労働者数が「事業所票の労働者数×労働者抽出率」から一定基準を超

えて乖離しているときは、「事業所票の常用（臨時）労働者数／抽出された常用（臨時）労働

者数」を復元倍率としている。 

これについて、特定の場合のみ復元倍率を再計算することは統計精度及び分かりやすさ等

の観点から改善の余地がある。 

 

② 見直し方針の検討 
労働者抽出に係る復元方法については、統計精度の向上等の観点から、全ての場合につい

て事業所票の労働者数を用いて再計算した復元倍率を適用する方法に見直す必要がある。そ

の際、常用労働者の復元方法として、 

（案Ａ）常用労働者全体で１つの復元倍率とする方法 

（案Ｂ）雇用形態（正社員・正職員／正社員・正職員以外）別に復元倍率を決定する方法 
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（案Ｃ）雇用形態、性別に復元倍率を決定する方法 

の３つの案を検討した。 

これら３つの方法により労働者数を試算すると、案Ａは常用労働者数が事業所票の集計値

と一致するが、案Ｂ、Ｃでは、ある区分の労働者がいるにもかかわらず同区分の労働者が１

人も抽出されないことにより復元不可能な部分が生じる事業所があるため、常用労働者数が

事業所票の集計値よりも若干少なくなり、その乖離は案Ｃでより大きくなっている。一方、

常用労働者の雇用形態、性別構成比は、案Ａで事業所票の集計値からの乖離が最も大きくな

っている。 

 

 

 

事業所票の労働者数と内訳をできるだけ正確に再現するという観点からは、それぞれの案

について一長一短であるが、案Ｂについては、「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」

に分けて労働者抽出を行うという、現在調査対象事業所に示している抽出方法と整合した復

元方法であり、この抽出方法を一層徹底させれば、それぞれの雇用形態の労働者がいるにも

かかわらず、その一方しか抽出されず、復元不可能な部分が生じるというケースは抑制可能

と考えられる。一方、案Ｃで復元不可能な部分を生じないようにするには雇用形態×性の４

つのグループ別に労働者を抽出する必要があり、報告者の負担を大きく増加させる。 

これらのことから、労働者抽出に係る復元方法としては、案Ｂを採用することが適当であ

る。 

 

（平成28～30年平均）

正社員・正職員 正社員・正職員以外

男 女 男 女 男 女

2,998.3 1,666.3 1,332.0 1,903.4 1,291.4 612.0 1,094.9 374.9 720.0

現行 3,048.0 1,691.8 1,356.2 1,932.8 1,307.0 625.7 1,115.3 384.8 730.5

案Ａ 2,998.3 1,663.7 1,334.6 1,901.7 1,285.8 615.9 1,096.7 378.0 718.7

案Ｂ 2,996.2 1,662.5 1,333.7 1,903.3 1,287.7 615.7 1,092.8 374.8 718.0

案Ｃ 2,994.0 1,664.3 1,329.7 1,902.6 1,291.3 611.4 1,091.4 373.1 718.3

現行 49.7 25.5 24.2 29.4 15.6 13.8 20.3 9.9 10.5

案Ａ 0.0 ▲ 2.6 2.6 ▲ 1.7 ▲ 5.6 3.9 1.7 3.0 ▲ 1.3

案Ｂ ▲ 2.2 ▲ 3.9 1.7 ▲ 0.0 ▲ 3.7 3.7 ▲ 2.1 ▲ 0.2 ▲ 2.0

案Ｃ ▲ 4.3 ▲ 2.0 ▲ 2.3 ▲ 0.7 ▲ 0.1 ▲ 0.6 ▲ 3.6 ▲ 1.9 ▲ 1.7

正社員・正職員 正社員・正職員以外

男 女 男 女 男 女

100.00 55.58 44.42 63.48 43.07 20.41 36.52 12.50 24.01

現行 100.00 55.51 44.49 63.41 42.88 20.53 36.59 12.62 23.97

案Ａ 100.00 55.49 44.51 63.42 42.88 20.54 36.58 12.61 23.97

案Ｂ 100.00 55.49 44.51 63.53 42.98 20.55 36.47 12.51 23.97

案Ｃ 100.00 55.59 44.41 63.55 43.13 20.42 36.45 12.46 23.99

現行 0.00 ▲ 0.07 0.07 ▲ 0.07 ▲ 0.19 0.12 0.07 0.12 ▲ 0.05

案Ａ 0.00 ▲ 0.09 0.09 ▲ 0.06 ▲ 0.19 0.13 0.06 0.10 ▲ 0.04

案Ｂ 0.00 ▲ 0.09 0.09 0.04 ▲ 0.09 0.14 ▲ 0.04 0.00 ▲ 0.05

案Ｃ 0.00 0.01 ▲ 0.01 0.07 0.06 0.01 ▲ 0.07 ▲ 0.04 ▲ 0.02

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

事業所票による
労働者構成からの乖離

（％ポイント）
 ②－①

個人票から復元
した労働者構成（％） ②

常用労働者の構成比

常用労働者

事業所票による労働者構成（％） ①

個人票から復元
した労働者数 ②

事業所票による
労働者数からの乖離

②－①

労働者数（万人）

常用労働者

事業所票による労働者数 ①
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 検討結果 

・労働者復元倍率について、雇用形態（正社員・正職員／正社員・正職員以外／臨時労働者）

別に、事業所の労働者数と抽出された労働者数の比とするよう変更することが適当であ

る。 

 

 

（３）標準誤差率の推計 
 

① 現状と課題 
現在、賃金構造基本統計調査においては、報告書に掲載する標準誤差率は副標本方式によ

り、標本設計に使用する標準誤差率は分散推定方式により計算を行っている。 

 

※ 副標本方式とは、個人票データを任意の順に配列し５組に分け（副標本）、それぞれの副

標本についての平均値と全データについての平均値の平均平方誤差の５分の１を集計値の

分散と近似することにより、標準誤差率を計算する方法である。 

※ 分散推定方式とは、推計値の分散を本調査の抽出方法である層化二段抽出に対応した理

論式から推定することにより標準誤差率を計算する方法である。 

 

今般、復元方法の見直しを検討する過程で標準誤差率の評価を行った際に、副標本方式と

分散推定方式により推計した標準誤差率の水準に乖離があったことから、標準誤差率の推計

方法についても検討する。 

 

② 見直し方針の検討 
現行の副標本方式の計算方法を精査したところ、データを副標本に分ける際に、労働者個

人毎に組分けしていることから、全ての組に同じ事業所の労働者が含まれ、事業所抽出に由

来する標本誤差が適切に評価できていない可能性がある。 

そこで、雇用される事業所を考慮して副標本の組に分ける方法に変更したところ、分散推

定方式による標準誤差率との乖離は一定程度に収まったことから、副標本方式としてはこの

方法が適切と考えられる。 
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各方式の特徴をみると、分散推定方式は理論式に基づいた厳密な計算手法であるが、多数

の集計区分について計算を行う場合、それぞれの区分毎に計算条件が変わるため煩雑になる。

一方、副標本方式は計算が簡便であり、集計区分が増えても対応が比較的容易である。また、

多段抽出を採用している他の政府統計でも採用されている計算手法である。 

これらのことから、今後の標準誤差率の推計に当たっては、将来的には厳密な手法である

分散推定方式が望ましいが、プログラム修正に係る事務処理コストが大きいこと等から、当

面は簡便な手法である副標本方式（ただし、事業所を考慮して組分けするもの）を採用する

ことが適当である。 

 

 検討結果 

・標準誤差率の推計について、分散推定方式への移行を早期に目指すが、当面は事業所毎に

組分けした副標本方式を採用することが適当である。 

 

 

 

２ 調査事項の見直しについて 
 

（１）職種区分 
 

① 現状と課題 
賃金構造基本統計調査の職種については、統計基準である日本標準職業分類と整合性がな

く、他の調査との比較が困難となっている、調査対象職種が技能系職種に偏っており、近年

の職業構造に適合したものになっていないといった問題がある。 

労働移動の活発化や職務に基づく賃金体系の拡大といった変化を背景として、職種別賃金

把握のニーズが増加していると考えられ、これらのニーズに的確に対応していくことが必要

となっている。 

 

② 見直し方針の検討 
新たな職種区分については、以下の基本的な考え方に基づき検討することとした。 
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1) 他の統計調査との比較可能性を向上させるため、職種を統計基準たる日本標準職業分

類と整合的に区分し直す。 

2) 過去の調査結果の有用性をできるだけ維持する観点から、職種区分の変更の前後にお

ける接続性を可能な限り確保する。 

3) 近年の職業構造・賃金構造を可能な限り的確に把握することができるようにする。 

4) 政策の検討、行政運営等のための必要性に可能な限り応えられるようにする。 

5) 職種区分の変更により、報告者の負担を増大させないようにする。 

 

基本的な考え方を踏まえ、具体的には、以下の方針により新職種区分案を作成した。 

 

a) 新職種区分は、全職業を網羅する体系とする。（現行の特定の職種に該当する労働者の

み職種番号を記入する方式から、全労働者について職種番号を記入する方式に調査方

法を変更する。） 

b) 日本標準職業分類の中分類を基本的な職種の単位とするが、当該中分類に属する労働

者のボリューム等を踏まえ、必要に応じ、統合・細分する。 

c) 現行の職種の１つ（又は２つ以上を合わせたもの）と、日本標準職業分類の小分類の

１つ（又は２つ以上を合わせたもの）とが比較的近い範囲となり、当該範囲に一定数

の労働者がいることが見込まれる場合等は、 当該１つの小分類（又は２つ以上の小分

類を合わせたもの）を新たな１つの職種とする。 

d) 日本標準職業分類の小分類を更に細分化することはできる限り避けることとするが、

現行の職種のうち、日本標準職業分類の小分類の一部を構成するものであって、相当

数の労働者がいることが見込まれる又は賃金水準等が特徴的であると考えられるもの

等でかつ当該職種に該当する労働者とそれ以外の労働者を分けることが容易と考えら

れるものについては、必要に応じて、新職種区分でも独立した職種として存続させる。 

e) 現行の行政運営等でデータを利用している職種は存続させるように配慮する。 

f) 国勢調査で用いる職業分類も参考とする。 

 

この新職種区分案について、省内外に意見募集を行った。また、当該職種区分により試験

調査を実施し記入可能性を把握するとともに、企業ヒアリングにより、企業における職種管

理の実態について把握を行った。 

 

試験調査における記入状況は、総じてみれば一般労働者、短時間労働者ともに未記入率は

低い水準となっているが、企業規模 1,000 人以上の大企業においては無回答が多くなってい

る。また、職種別構成比を総務省「就業構造基本調査」と比較すると、大企業においては事

務従事者や生産工程従事者が捕捉できていないと推測される。 
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試験調査の結果では、記入状況としてはおおむね調査可能な水準と考えられたが、「職種区

分が細かすぎて判別しづらい」との意見が多かったことや、職種の名称のみを見て選ぶこと

によると思われる記入誤りも一定数発生したことから、区分について更に精査するとともに、

記入要領等の調査用品についても改善の必要がある。 

職種区分については、日本標準職業分類の中分類や現行の職種区分で一定のボリュームが

ある職種であっても、業務の実態として区別が困難なものや、区分する意義に乏しいものは

細分化を行うべきではないと判断した。このため、職種区分の検討に係る基本的な考え方の

「2) 職種区分の変更の前後における接続性を可能な限り確保する」については、現行の職種

区分の必要性を精査した上で、今後も存続させる意義が乏しいものについては、過度な細分

（％）

企業規模計
（10人以上）

1000人以上 100～999人 10～99人 ５～９人
企業規模計
（10人以上）

1000人以上 100～999人 10～99人 ５～９人

計 3.3 10.0 0.9 1.9 3.1 3.3 4.0 2.0 3.4 3.2

正社員・正職員 3.3 10.9 0.5 1.9 2.6 6.0 16.7 2.5 4.4 5.8

正社員・正職員以外 3.3 6.1 2.7 1.6 11.8 3.1 3.8 2.0 3.4 2.6

雇用期間の定め無し 3.4 10.8 0.9 1.9 3.2 4.5 12.8 0.6 3.4 3.5

雇用期間の定め有り 2.6 6.3 0.5 1.8 0.0 2.5 1.8 0.1 3.6 0.0

建設業 2.2 16.0 0.0 0.1 2.0 0.9 10.0 0.0 0.0 0.0

製造業 1.2 0.0 0.0 2.0 2.8 1.3 0.0 0.0 1.9 0.0

卸売業，小売業 1.3 0.4 1.9 1.3 4.3 2.2 0.0 0.6 10.4 0.0

宿泊業，飲食サービス業 7.5 17.1 4.8 0.0 2.5 3.7 9.1 0.2 0.0 6.4

医療，福祉 1.2 0.7 0.0 2.5 6.7 2.8 0.0 0.0 5.5 5.4

その他の産業 8.3 16.8 0.3 5.3 0.0 6.8 5.5 19.8 0.0 0.0

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査試験調査」
※有効回答となった労働者のうち、職種番号の記入がない労働者の割合である。

雇用形態、産業
一般労働者 短時間労働者

職種番号の未記入率

人数（人） 構成比（％） 人数（人） 構成比（％） 人数（人） 構成比（％） 人数（人） 構成比（％）

計 38,831,040 100.0 37,330,900 100.0 15,207,040 100.0 12,083,900 100.0

A:管理的職業従事者 1,313,290 3.4 787,800 2.1 1.3 367,890 2.4 114,300 0.9 1.5

B:専門的・技術的職業従事者 7,145,530 18.4 4,195,700 11.2 7.2 2,093,270 13.8 1,544,500 12.8 1.0

C:事務従事者 5,230,920 13.5 8,076,400 21.6 ▲ 8.2 1,801,980 11.8 3,253,700 26.9 ▲ 15.1

D:販売従事者 5,082,830 13.1 6,083,500 16.3 ▲ 3.2 2,255,210 14.8 2,500,000 20.7 ▲ 5.9

E:サービス職業従事者 5,024,380 12.9 3,828,200 10.3 2.7 1,367,480 9.0 984,000 8.1 0.8

F:保安職業従事者 367,180 0.9 526,400 1.4 ▲ 0.5 18,970 0.1 111,200 0.9 ▲ 0.8

G:農林漁業従事者 3,430 0.0 207,600 0.6 ▲ 0.5 0 0.0 9,400 0.1 ▲ 0.1

H:生産工程従事者 4,766,860 12.3 6,663,000 17.8 ▲ 5.6 952,320 6.3 1,828,300 15.1 ▲ 8.9

I:輸送・機械運転従事者 1,898,780 4.9 1,827,300 4.9 ▲ 0.0 860,270 5.7 409,000 3.4 2.3

J:建設・採掘従事者 636,480 1.6 1,211,800 3.2 ▲ 1.6 8,520 0.1 208,300 1.7 ▲ 1.7

K:運搬・清掃・包装等従事者 2,274,660 5.9 3,226,500 8.6 ▲ 2.8 925,990 6.1 918,800 7.6 ▲ 1.5

L:分類不能の職業 5,086,700 13.1 696,700 1.9 11.2 4,555,140 30.0 202,400 1.7 28.3

人数（人） 構成比（％） 人数（人） 構成比（％） 人数（人） 構成比（％） 人数（人） 構成比（％）

計 12,835,690 100.0 11,792,500 100.0 10,788,360 100.0 13,454,500

A:管理的職業従事者 652,130 5.1 188,800 1.6 3.5 293,280 2.7 484,700 3.6 ▲ 0.9

B:専門的・技術的職業従事者 3,203,590 25.0 1,365,300 11.6 13.4 1,848,670 17.1 1,285,900 9.6 7.6

C:事務従事者 2,027,860 15.8 2,571,100 21.8 ▲ 6.0 1,401,080 13.0 2,251,600 16.7 ▲ 3.7

D:販売従事者 1,751,430 13.6 1,802,100 15.3 ▲ 1.6 1,076,200 10.0 1,781,400 13.2 ▲ 3.3

E:サービス職業従事者 1,821,960 14.2 1,096,600 9.3 4.9 1,834,940 17.0 1,747,600 13.0 4.0

F:保安職業従事者 205,790 1.6 286,100 2.4 ▲ 0.8 142,420 1.3 129,100 1.0 0.4

G:農林漁業従事者 1,300 0.0 43,100 0.4 ▲ 0.4 2,130 0.0 155,100 1.2 ▲ 1.1

H:生産工程従事者 1,819,360 14.2 2,422,600 20.5 ▲ 6.4 1,995,200 18.5 2,412,100 17.9 0.6

I:輸送・機械運転従事者 328,260 2.6 580,700 4.9 ▲ 2.4 710,260 6.6 837,600 6.2 0.4

J:建設・採掘従事者 104,540 0.8 220,400 1.9 ▲ 1.1 523,410 4.9 783,100 5.8 ▲ 1.0

K:運搬・清掃・包装等従事者 742,370 5.8 1,067,800 9.1 ▲ 3.3 606,310 5.6 1,239,900 9.2 ▲ 3.6

L:分類不能の職業 177,100 1.4 147,900 1.3 0.1 354,460 3.3 346,400 2.6 0.7

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査試験調査」、総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成

賃金構造基本統計調査 試験調査 H29就業構造基本調査構成比の差
（試験調査

-就調）

試験調査と就業構造基本調査の企業規模別に見た職種別労働者構成の比較

構成比の差
（試験調査

-就調）

賃金構造基本統計調査 試験調査 H29就業構造基本調査 構成比の差
（試験調査

-就調）

賃金構造基本統計調査 試験調査 H29就業構造基本調査

構成比の差
（試験調査

-就調）

1000人以上企業規模10人以上計

100～999人 10～99人

賃金構造基本統計調査 試験調査 H29就業構造基本調査
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化を避けるという観点から優先順位を低くしている。 

一方、将来のニーズも見据え、専門的・技術的職業であって、区分が容易かつ一定の労働

者数が存在するものは細分化を検討した。 

具体的に検討を行った主な職種を以下に示す。 

 

○製造技術者 

日本標準職業分類の中分類「製造技術者（開発）」及び「製造技術者（開発を除く）」につい

て、試験調査ではこれを統合した「製造技術者」を一つの職種区分として調査を行った。し

かし、この区分はボリュームが大きいことに加え、日本の得意分野を担う職業でもあり、今

後一層需要が高まっていく可能性を考慮し、細分化を検討した。 

細分化の方向性としては、国勢調査の小分類単位※を念頭に、企業ヒアリングにおいて記入

可能性を確認したところ、一部に「電子技術と機械技術の明確な区別はない」とする企業も

あったが、おおむね記入は可能と考えられたため、国勢調査の小分類単位に細分化すること

が適当である。 

※電気・電子･電気通信技術者（通信ネットワーク技術者を除く）、機械技術者、輸送用機器技術者、金

属技術者、化学技術者 

 

○一般事務従事者 

日本標準職業分類の中分類「一般事務従事者」については、ボリュームが相当大きいこと

から、これを日本標準職業分類の小分類に基づく区分※に細分化した職種区分により試験調査

を行った。しかし、試験調査の結果をみると、特に大企業で事務従事者が捕捉できておらず、

当該区分の記入が困難であると推測された。 

また、企業ヒアリングにおいても、中小規模事業所においては、事務全般を横断的・総合

的に行う、又は人事・総務・秘書等の業務を兼務している労働者が多く、ある程度大きな区

分の方が回答しやすいこと、大規模事業所においては、総合職（企画業務）と一般職（定型

業務）等で区分していたり、業務が細分化されている場合でも、人事異動により都度配属先

の業務を行っているに過ぎず、細分化された職種が賃金を決定づける要素とはなっていない

といった実態が確認でき、当該小分類に基づく職種区分は事業所において独立した職種であ

るとは言いがたいと考えられた。 

一方、日本標準職業分類とは異なる概念により区分することも考えられるが（たとえば総

合職と一般職等）、他の統計等でこのような定義をとっている例がなく、本調査において先行

して定義付けをすることは困難である。 

そのため、比較的独立性が高い「電話応接事務員」のみ単独の職種区分とし、その他は統

合して一つの職種区分「一般事務従事者」とするのが適当である。 

※庶務・人事事務員、受付・案内事務員、電話応接事務員、総合事務員、企画事務員、秘書、その他の

一般事務従事者 
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○介護職員 

日本標準職業分類の小分類「介護職員（医療・福祉施設等）」については、省外に対する意

見募集において、医療施設と福祉施設等への細分化を希望する意見が複数あったことから、

対応を検討した。 

介護職員を医療施設と福祉施設に分けた場合の把握可能性の観点では、介護医療院など医

療施設と福祉施設の両方の性格を併せ持つ施設が存在し、今後も政策の見直しにより施設種

類は改廃があると想定されることから、事業所で明確に区別できない可能性がある。 

また、政策上の必要性という観点では、現行の職種区分「福祉施設介護員」は政策ニーズ

が高いため、接続性を確保するため、職種区分の見直し後も福祉施設に限定した数値が必要

であるが、「介護職員（医療・福祉施設等）」の区分で調査しても、産業とクロスして特別集

計することにより従来とおおむね接続する集計値を得ることが可能と考えられる。 

これらの理由から、細分化は見送り、「介護職員（医療・福祉施設等）」を一つの職種区分

とすることが適当である。 

これらの検討結果を踏まえ、最終的な新職種区分を別添１「賃金構造基本統計調査の新職

種区分案」のとおり取りまとめた。日本標準職業分類や国勢調査の職業分類との対応関係は

別添２「日本標準職業分類、国勢調査の職業分類と賃金構造基本統計調査の新職種区分案の

対応表」のとおりである。新職種区分案の職業大分類別区分数は下表のとおりであり、現行

の職種区分と比較して、「専門的・技術的職業従事者」や「サービス職業従事者」が充実する

一方、「生産工程従事者」の区分は統廃合を行っている。 

 

 

 

◆ 検討結果 

・職種区分は、日本標準職業分類と整合的で、全労働者を網羅する区分とすることが適当で

ある。具体的な区分は別添１のとおりとすることが適当である。 

大分類 中分類数 小分類数

Ａ－管理的職業従事者 4 10 5 0 1 1

Ｂ－専門的・技術的職業従事者 20 91 63 34 48 47

Ｃ－事務従事者 7 26 16 4 8 14

Ｄ－販売従事者 3 19 14 6 8 10

Ｅ－サービス職業従事者 8 32 27 10 14 15

Ｆ－保安職業従事者 3 11 6 2 2 2

Ｇ－農林漁業従事者 3 12 12 0 1 1

Ｈ－生産工程従事者 11 69 46 46 29 33

Ｉ－輸送・機械運転従事者 5 22 13 14 15 15

Ｊ－建設・採掘従事者 5 22 17 10 7 10

Ｋ－運搬・清掃・包装等従事者 4 14 12 3 6 6

Ｌ－分類不能の職業 1 1 1 0 （※）1 （※）1

合計 74 329 232 129 140 155

※調査対象職種としては設けないが、集計区分には含める（無記入の場合に「分類不能の職業」として集計）。

日本標準職業分類 平成27年国勢調
査に用いる職業
分類数（小分類）

賃金構造基本統
計調査の現行の

職種区分数

賃金構造基本統
計調査の新職種

区分数（案）

（参考）
賃金構造基本統
計調査試験調査
の職種区分数
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③ 留意事項 
試験調査や企業ヒアリングで把握した実態を踏まえ、職種をできるだけ容易に記入できる

よう、調査用品について 

・職種区分の一覧表に、当該区分に属する代表的な職種を例示する 

・業種ごとに、代表的な職種について該当する職種番号を一覧で示す 

といった、該当する職種番号を選択しやすくするための工夫を行う必要がある。なお、別添

の新職種区分では職種区分毎にその代表的な職種を例示しており、このような形で事業所に

職種一覧を示す予定である。 

また、試験調査において、職種番号の記入がない労働者について疑義照会により業務の内

容を確認したところ、回答を得られるケースもあったことから、職種区分の見直し後は、職

種番号を記入できない際は備考欄に業務の内容を記載させるようにすることで、最終的な無

回答を減らすようにすることも有用である。 

 

なお、職種については、今後日本標準職業分類の改定に合わせて見直しを行っていくほか、

社会情勢や産業構造の変化をとらえ、時機を捉えた改廃を行うなど、不断に見直していく必

要がある。 

 

 

（２）職種区分の見直しに伴って発生する課題 
 

 ア 役職者に係る職種の調査 
 

① 現状と課題 
現行の調査では、企業規模 100 人以上の事業所について役職を調査しているが、役職者に

ついては企業規模 10～99 人の事業所を含め役職者の職種を調査しておらず、職種別集計につ

いては役職者を含まない数値となっている。今般、職種区分を全労働者を網羅する体系に見

直すことに伴い、役職者についても職種を調査する場合、介護や保育関係等、政策ニーズの

高い職種について時系列でみた接続を確保できない。 

 

② 見直し方針の検討 
職種別集計については、試験調査においても明確に役職の有無による賃金の差が確認でき

たことから、現行の集計との接続性を確保するため、役職者を除いた集計表が必要である。

そのため、現在は企業規模 100 人以上の事業所に限定している役職の調査を、企業規模 10人

以上の事業所に拡大することが適当である。 

 

◆ 検討結果 

・職種別集計の接続性を確保するため、役職の調査対象範囲を企業規模 10 人の事業所に拡

大することが適当である。 
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③ 留意事項 
役職者の調査対象範囲を拡大することについて、同じ名称で呼ばれている役職であっても

企業規模によってその実態が異なることも予想される。そのため、結果の表章にあたっては、

企業規模により分けて集計するなどの工夫が必要である。 

 

 

 

 イ 労働者の種類の調査 
 

① 現状と課題 
現行の調査では、「鉱業，採石業，砂利採取業」「建設業」「製造業」及び「港湾運送業」に

属する事業所のみ、「労働者の種類」として生産労働者と管理・事務・技術労働者の別を調査

している。 

今後は、全労働者について職種を調査することから、別途労働者の種類を調査する必要性

はなくなる。 

 

◆ 検討結果 

・「労働者の種類」については、調査事項から削除することが適当である。 

 

 

 ウ 経験年数の調査 
 

① 現状と課題 
現行の調査では、調査対象職種に該当する場合に、その職種の経験年数を調査しているが、

前の企業から通算して記入する必要があり、事業者の記入負担が大きい。 

このため、第 14 回厚生労働統計の整備に関する検討会（2016 年３月 18 日開催）において、

経験年数を調査項目から削除し、代わりに勤続年数階級別の表章してはどうかとの提案がな

されたが、 

・ 経験年数は勤続年数とは異なる概念であり、日本経済の構造が変化する中で調査を廃

止することは、日本経済の変化を見る指標を一つ手放してしまうことになる。 

・ 勤続年数と経験年数の関係別に労働者数をみると、勤続年数と経験年数が異なる労働

者も一定数存在し、職種によってもその割合が異なることから、正確に記入できてい

る事業所もあるのではないか。 

といったことから、調査事項からの削除は慎重にすべきとの結論に至った。 

今般、職種区分を抜本的に見直すことに伴い、改めて経験年数の調査を継続すべきか検討

する。 
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② 見直し方針の検討 
試験調査において見直し後の職種について経験年数を調査したところ、アンケート調査に

おいて回答の負担が大きい又は困難とする事業所は４割を超える状況であったものの、未記

入率を見ると調査が不可能とまでは言えない水準である。 

 

 

 

企業ヒアリングにより職歴の把握状況を確認したところ、大企業を中心に自社での経験し

か把握していない企業も多いが、医療系等の専門的職業においては、前職の経験を初任給に

反映するため人事システムで採用前の職歴を記録しているというケースが確認できた。小規

模事業所では、労働者に確認すれば把握できるため回答はそれほど負担ではないといった意

見もあるなど、産業や規模によっては経験年数の回答が可能と考えられる。 

また、試験調査で職種別に経験年数と勤続年数の関係をみると、専門性の高い職業を中心

に経験年数が勤続年数より長い労働者が多いなど、正確に記入できている事業所も一定数存

在すると推測される。 

 

今回の職種区分の見直しにより、新たに専門的・技術的職業やサービス関係職業を調査対

象に追加する予定であり、これらの職種の賃金と経験年数の関係についても今後ニーズが高

まると思われるため、記入者の負担軽減に留意しつつ、当面の間は経験年数の調査を継続す

ることが適当である。 

 

◆ 検討結果 

・経験年数については、記入者の負担軽減に留意しつつ、当面の間は調査を継続することが

適当である。 

 

 

 

（％）

企業規模計
（10人以上）

1000人以上 100～999人 10～99人 ５～９人
企業規模計
（10人以上）

1000人以上 100～999人 10～99人 ５～９人

計 4.6 12.6 3.1 1.9 1.3 5.4 8.6 4.2 3.4 3.2

正社員・正職員 4.3 13.3 2.5 1.7 1.1 11.4 30.0 0.0 4.4 5.8

正社員・正職員以外 6.1 9.4 6.2 3.4 5.9 5.2 8.2 4.4 3.4 2.6

雇用期間の定め無し 4.4 13.2 2.9 1.8 1.3 8.1 24.9 3.4 3.4 3.5

雇用期間の定め有り 5.2 9.8 4.1 2.8 1.9 3.8 4.5 4.6 3.6 0.0

建設業 2.5 12.3 3.1 0.5 0.5 0.9 10.0 0.0 0.0 0.0

製造業 3.3 3.9 0.0 4.6 0.0 2.9 20.8 0.0 2.3 0.0

卸売業，小売業 1.7 2.4 2.1 0.6 0.0 2.4 3.4 0.0 1.6 4.3

宿泊業，飲食サービス業 5.5 3.7 8.2 3.1 0.0 6.3 8.9 5.6 3.4 3.6

医療，福祉 1.0 2.6 0.0 1.5 6.7 3.6 12.1 0.0 3.9 6.8

その他の産業 12.7 25.6 8.6 1.0 0.3 15.6 17.6 24.5 6.5 4.9

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査試験調査」
※有効回答となった労働者のうち、経験年数の記入がない労働者の割合である。
※経験年数は、前企業での経験年数を把握していない場合に自社での経験年数を記入する事業所が一定数存在することには留意が必要。

経験年数の未記入率

雇用形態、産業
一般労働者 短時間労働者
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 エ 短時間労働者の集計条件の見直し 
 

① 現状と課題 
現在、短時間労働者の集計表については、医師、教員等の職種に該当する者で１時間当た

り所定内給与額が 3,000 円を超える者を集計から除外しており、報告書において「特定の職

種を中心に、１時間当たりの所定内給与額が著しく高い者」を集計から除いている旨を記載

している。一方、職種別の集計表においては、全労働者を集計対象としている。 

今般、職種区分の見直し及び社会情勢の変化等を考慮して、短時間労働者の集計要件の見

直しを検討する。 

 

 

 

【平成 29年賃金構造基本統計調査報告の「利用上の一般的注意」より】 

 13 短時間労働者の統計表 

  短時間労働者の中には、特定の職種を中心に、１時間当たりの所定内給与額が著しく

高い者が少数であるが存在する。これらの労働者を集計に含めると平均値が大きく上昇

するので、これを避けるため、短時間労働者の統計表では集計から除いている。 

  ただし、短時間労働者の職種別統計表では、これらの労働者が集中している職種で集

計から除くと、その職種の賃金が実態と乖離するため、集計に含めている。 

 

 

② 見直し方針の検討 
見直し方針として、以下の３案について検討を行った。 

（案１）現行の集計値との接続性を重視し、集計範囲を決定する 

（案２）時間当たり所定内給与額が 3,000 円以下の者を職種等にかかわらず集計対象とする 

（案３）職種等や時間当たり所定内給与額による集計対象除外を行わず、短時間労働者全体

を集計対象とする 

 

案１については、現行の集計表との接続性がある程度可能になると考えられるが、職種区

分の見直しを行うことから、完全に接続する保証はない。また、以前は短時間労働者で時給

208 医師 208 医師

209 歯科医師 209 歯科医師

230 高等学校教員 230 高等学校教員

231 大学教授 231 大学教授

232 大学准教授 232 大学准教授

233 大学講師 233 大学講師

234 各種学校・専修学校教員 234 各種学校・専修学校教員

235 個人教師、塾・予備校講師 235 個人教師、塾・予備校講師

※産業大分類Ｏ「教育，学習支援業」

産業大分類がＯ以外の場合 産業大分類がＯの場合

職種が空欄の者

現行調査における集計除外職種
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が高額な者はほとんど医師や教員に限られており、これらの職種を通常の短時間労働者とは

異なる、いわば外れ値として除外することに一定の合理性があったが、現在は他の専門職で

も賃金の高い労働者がいると考えられ、除外職種を医師と教員に限定することが社会情勢に

合わなくなっている可能性がある。3,000 円の賃金基準についても、近年最低賃金やパートタ

イムの平均時給が大きく上昇している中で、あらためて基準を設定するに当たっては十分な

検討が必要であり、また、定期的に集計範囲を見直す必要があるが、その度に接続性の問題

が発生する。 

案２については、職種の限定がない分シンプルな方法であるが、現行の集計値とは接続せ

ず、3,000 円の賃金基準については案１と同様の問題がある。 

案３については、現行の数値との乖離が大きく、一般的にイメージされる短時間労働者と

は異なる小数の者の影響で現行の集計値より平均賃金が大きく上昇するが、分布表や全労働

者を網羅する職種別集計により、そのような者を含めた短時間労働者の全体像の把握が可能

である。 

 

このような点を考慮すると、短時間正社員制度の導入など、働き方の多様化により短時間

労働者の賃金水準が高くないとは必ずしも言えない状況になっていることから、今後は短時

間労働者の全体像を把握するという観点から、集計範囲について除外は行わないことが適当

である。 

 

 
 

計 1,128 723.1 7,511 22.9 3.1%

C 鉱業，採石業，砂利採取業 1,221 0.0 - - 0.0%

D 建設業 1,306 7.9 11,803 0.0 0.1%

E 製造業 1,049 58.1 17,087 0.0 0.1%

F 電気・ガス・熱供給・水道業 1,323 0.5 - - 0.0%

G 情報通信業 1,360 6.3 20,451 0.0 0.2%

H 運輸業，郵便業 1,143 29.3 34,495 0.0 0.0%

I 卸売業，小売業 1,030 202.2 13,692 0.0 0.0%

J 金融業，保険業 1,414 13.2 24,717 0.0 0.0%

K 不動産業，物品賃貸業 1,073 12.3 4,715 0.0 0.0%

L 学術研究，専門・技術サービス業 1,488 7.2 4,358 0.0 0.5%

M 宿泊業，飲食サービス業 1,012 118.7 9,507 0.0 0.0%

N 生活関連サービス業，娯楽業 1,101 31.4 4,531 0.1 0.2%

O 教育，学習支援業 1,385 32.1 5,753 15.9 33.1%

P 医療，福祉 1,299 126.0 11,688 6.6 5.0%

Q 複合サービス事業 1,174 5.4 - - 0.0%

R サービス業（他に分類されないもの） 1,123 72.5 6,053 0.2 0.2%

資料出所：厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査」より作成

労働者数

（万人）

短時間労働者全体

に占める割合

現行調査における短時間労働者の集計対象者及び集計除外者の平均賃金等

現行の集計対象者 除外者

１時間当たり

所定内給与額（円）

労働者数

（万人）

１時間当たり

所定内給与額（円）
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◆ 検討結果 

・短時間労働者の集計範囲について、今後は職種や賃金による除外を行わず短時間労働者全

体を集計対象とすることが適当である。 

 

③ 留意事項 
短時間労働者の集計範囲の変更については、一部の賃金の高い者の影響により大きく結果

が変動することになるため、平均値の意味が適切に伝わるよう、①中央値を併せて公表する、

②これまで集計から除外していた範囲や除外の始期・経緯について、利用者へ十分な情報提

供を行う、③これまでの結果との接続表を公表することが必要である。 

 

 

（３）学歴区分 
 

① 現状と課題 
現在、最終学歴の区分は「１中学」「２高校」「３高専・短大」「４大学・大学院」の４区分

となっている（「３高専・短大」は専門学校を含む。）。 

しかし、大学院修了者や専門学校卒業者の割合が増えてきていること、賃金水準にも特徴

があると考えられることから、これらの細分化を検討する必要がある。 

 

② 見直し方針の検討 
就業構造基本調査をみると、若年層では大学院卒の割合が中学卒を上回っており、今後も

労働者全体に占める大学院卒の割合が増えることが見込まれる。所得をみると、大学卒と大

学院卒では中位数が大きく異なり、異なる分布となっていることから、大学と大学院を細分

化することが適当である。また、専門学校卒業者についても、人数のシェアが高くなってお

り、賃金水準も「短大・高専」とはやや異なることから、細分化することが適当である。 

現行集計との乖離 現行集計との乖離

計 1,323 196 746.0 22.9
C 鉱業，採石業，砂利採取業 1,221 0 0.0 0.0
D 建設業 1,317 11 7.9 0.0
E 製造業 1,062 13 58.2 0.0
F 電気・ガス・熱供給・水道業 1,323 0 0.5 0.0
G 情報通信業 1,392 32 6.3 0.0
H 運輸業，郵便業 1,144 2 29.4 0.0
I 卸売業，小売業 1,031 0 202.2 0.0
J 金融業，保険業 1,421 8 13.2 0.0
K 不動産業，物品賃貸業 1,073 1 12.3 0.0
L 学術研究，専門・技術サービス業 1,503 15 7.2 0.0
M 宿泊業，飲食サービス業 1,012 0 118.7 0.0
N 生活関連サービス業，娯楽業 1,106 6 31.5 0.1
O 教育，学習支援業 2,832 1,447 48.0 15.9
P 医療，福祉 1,817 519 132.6 6.6
Q 複合サービス事業 1,174 0 5.4 0.0
R サービス業（他に分類されないもの） 1,134 11 72.7 0.2

資料出所：厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査」より作成

労働者数（万人）

短時間労働者全体を集計対象とした場合の平均賃金等

短時間労働者全体

１時間当たり所定内給与額（円）
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ここで、６年制学部の卒業者の扱いについて、他の統計との比較可能性や、記入のしやす

さ、事業所における処遇といった観点から検討したところ、 

・ 就業構造基本統計等、他の統計では６年制学部卒業者は大学卒として扱われていること 

・ 直近で修業年限が切り替わった薬学部の卒業者を採用する企業にヒアリングを行ったと

ころ、６年制学部か４年制学部かの区別を人事システム等で行っていない企業も存在する

こと、また、薬学部のうち４年制卒業生については他の学部卒業生と同様としている一方

で、６年制卒業生については、薬剤師資格を有しているということから薬剤師手当として

相当程度の額を基本給に上乗せしているところも存在することが確認され、学歴ではなく

職種を賃金の決定要素としていると考えられること 

の理由から、大学卒として扱うことが適当である。 

 

また、専門学校卒業者について、現行の調査では修業年限により学歴区分が異なり、高校

を卒業してから２年又は３年の修業年限で卒業する者は「高専・短大」、４年以上の修業年限

で卒業する者は「大学・大学院」となっている。 

年齢 年齢計 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳

学歴計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

小学・中学 5.1 2.7 3.3 3.7 3.8 3.6 3.6 8.1 17.7 27.5

高校・旧制中 41.2 28.4 33.7 39.0 43.1 45.8 45.5 47.9 50.3 47.3

専門学校 8.7 11.4 11.3 10.9 9.3 7.5 6.4 4.5 3.3 2.5

短大・高専 8.0 7.0 8.1 9.1 8.8 7.8 8.2 6.9 5.8 4.0

大学 32.5 43.8 36.7 31.6 30.7 31.6 32.8 29.9 20.2 15.7

大学院 4.0 6.2 6.4 5.2 3.8 3.4 3.0 2.3 2.3 2.5

資料出所：総務省「平成24年就業構造基本調査」より作成

正規の職員・従業員（卒業者）の教育別内訳（％）

300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500

高校・旧制中 39.8 60.3 75.1 85.1 91.6 95.6 98.0 99.1 99.9 100.0

専門学校 35.6 59.7 77.6 88.6 94.5 97.6 98.8 99.4 99.9 100.0

短大・高専 39.8 60.8 75.3 84.9 91.3 95.2 97.6 98.7 99.8 99.9

大学 18.8 36.9 53.3 66.2 76.0 84.1 89.8 93.2 97.8 98.9

大学院 7.9 20.5 34.3 48.8 60.4 71.1 79.0 84.6 94.7 97.7

高校・旧制中 30.3 53.5 73.3 87.2 94.9 98.0 99.3 99.8 100.0 100.0

専門学校 23.6 47.5 71.4 87.8 95.2 98.3 99.1 99.6 99.9 100.0

短大・高専 30.3 53.6 74.3 87.1 93.6 96.7 98.6 99.4 100.0 100.0

大学 9.4 23.0 42.7 63.1 77.2 85.9 91.2 94.3 98.3 99.2

大学院 3.3 8.7 20.0 38.4 54.7 69.9 81.8 88.4 96.4 97.9

高校・旧制中 27.2 45.0 60.3 73.2 83.9 91.4 95.9 98.1 99.8 99.9

専門学校 19.6 37.0 54.3 71.3 84.8 93.0 96.8 98.2 99.9 99.9

短大・高専 27.1 43.3 56.8 70.9 82.5 90.3 94.6 97.0 99.6 99.8

大学 5.4 12.0 22.4 35.3 50.4 66.7 77.8 84.6 94.8 97.7

大学院 2.3 3.1 6.1 11.5 20.6 36.3 50.2 62.2 87.5 94.7

資料出所：総務省「平成24年就業構造基本調査」より作成

年齢計

35～44歳

45～54歳

（万円未満）

教育別正規の職員・従業員の所得累積分布
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今般、新たに「専門学校」の区分を新設するに当たっては、他調査では修業年限２年以上

を全て「専門学校」として扱っている調査が多数であること、企業ヒアリングにおいて専門

学校卒業者の修業年限を把握していないとする企業も多く存在し、修業年限により扱いを分

けるのは煩雑になると考えられることから、他統計との比較可能性及び簡素な区分とするこ

とを重視し、高校を卒業してから２年以上の修業年限で卒業する者を全て「専門学校」卒と

して扱うことが適当である。 

 

さらに、今後、ＡＩやロボット開発などの分野で技術革新が予想される中、これらの技術

を学ぶ高専卒業者の賃金が注目されるようになる可能性を考慮し、「高専・短大」をさらに「高

専」「短大」に細分化することの可能性についても検討を行った。 

しかし、高専の卒業者は毎年 1 万人前後と少なく、高専を単独で分離させた場合に性・年

齢等の属性別賃金を集計するための十分なサンプルサイズを得ることが困難と推測されるこ

と、短大の卒業者数は減少傾向にあり、今の段階において短大を単独の区分として新たに設

定する意義は乏しいことから、今後の高専や短大における学校教育のあり方も踏まえ、「高専」

と「短大」の細分化については慎重に判断する必要がある。 

 

◆ 検討結果 

・「大学・大学院」は「大学」「大学院」の２区分に細分化することが適当である。なお、

６年制学部の卒業者については、「大学」の扱いとすることが適当である。 

・「高専・短大」については、「専門学校」「高専・短大」の２区分に細分化することが適

当である。なお、「専門学校」については、高卒を入学資格とする修業年限２年以上の者

を全て「専門学校」として扱うことが適当である。 

 

 

（４）短時間労働者の学歴の調査について 
 

① 現状と課題 
現在、学歴の調査対象は一般労働者のみであるが、短時間労働者の状況が時代背景ととも

に変わっており、同一労働同一賃金の法制化という動きもある中、短時間労働者の学歴の調

査に関するニーズが高いことから、短時間労働者の学歴の把握可能性について検討を行う必

要がある。 

 

② 見直し方針の検討 
短時間労働者の学歴については、事業所での記入可能性が重要となる。 

そこで、試験調査で学歴の記入状況を確認したところ、短時間労働者の最終学歴の未記入

率は、企業規模計（10 人以上）で 20.6％と一般労働者より高く、企業規模が大きくなるほど

未記入率も高くなる傾向にある。また、雇用形態別にみると、同じ雇用形態でも短時間労働

者は一般労働者より未記入率が高い傾向にある。産業別にみると、一般労働者については産
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業間の違いはあまり大きくないが、短時間労働者は「卸売業，小売業」「宿泊業，飲食サービ

ス業」「その他の産業」で未記入率が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験調査と同時に実施したアンケート調査において、回答が困難であると回答した事業所

にその理由を確認したところ、以下のような意見が多く、履歴書から調べる必要があること

や、履歴書に学歴情報がない場合に労働者から聴取することの負担感がみられる。 

 

一般労働者 短時間労働者 

・履歴書等から別途調べる必要があり、非常

に時間がかかる。 

・学歴を考慮しない人事制度なので採用時に

確認しておらず、調査のために確認するこ

とは不要の心配を従業員に与える。 

・勤続年数の長い社員は、資料が残っていな

い場合がある。 

・正規職員以外の学歴は分からない。 

・短時間労働者は最終学歴のデータ管理を行

っていない。 

・履歴書から別途調べる必要があり、非常に

手間がかかる。 

・採用の際に学歴の確認を行っていないが、

個人情報なので聞きづらく、調査のために

確認を取ることに抵抗がある。  

・正規職員以外の学歴は分からない。 

 

また、企業ヒアリングにおいても、短時間労働者の学歴は管理していないという意見が多

くみられた。このため、現時点では、 

・ 雇用形態、産業によっては半数近くが無回答になると見込まれ、調査しても集計に耐え

うる結果を得られない、 

・ 記入を求めた場合、多数の短時間労働者の履歴書を確認する、労働者に直接学歴を確認

するといったことが予想され、事業所・労働者双方に過剰の負担を強いる可能性があり、

一般労働者に対する学歴調査よりも記入者負担が大きい、 

といった理由から、短時間労働者の学歴の調査は困難であるとの結論を得た。 

（％）

企業規模計
（10人以上）

1000人以上 100～999人 10～99人 ５～９人
企業規模計
（10人以上）

1000人以上 100～999人 10～99人 ５～９人

計 2.6 2.0 2.8 2.8 2.1 20.6 38.1 15.7 7.5 5.3

正社員・正職員 2.3 1.0 2.5 2.8 2.0 7.6 0.0 2.5 11.4 1.9

正社員・正職員以外 4.4 6.1 4.6 2.8 3.5 21.2 38.8 16.1 7.2 6.1

雇用期間の定め無し 2.4 1.1 2.9 2.7 2.0 15.1 38.0 17.2 7.3 5.0

雇用期間の定め有り 3.8 5.9 2.5 3.4 5.6 24.0 38.1 15.0 7.9 7.8

建設業 2.2 0.0 0.2 3.2 0.0 8.8 10.0 0.0 10.1 0.0

製造業 3.2 0.0 2.7 4.1 3.2 6.1 50.0 3.3 3.1 11.2

卸売業，小売業 2.2 2.6 2.2 1.9 2.7 29.9 42.0 11.2 8.9 0.0

宿泊業，飲食サービス業 4.6 3.3 5.4 4.7 4.9 30.8 52.7 19.4 12.4 11.4

医療，福祉 0.6 2.6 0.0 0.7 4.6 8.7 11.4 12.5 5.5 1.4

その他の産業 3.9 2.4 7.7 2.2 0.0 15.0 12.2 32.1 7.7 0.0

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査試験調査」
※有効回答となった労働者のうち、最終学歴の記入がない労働者の割合である。

最終学歴の未記入率

一般労働者 短時間労働者

雇用形態、産業
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  ここで、代替案として以下の３案についても検討を行った。 

（案１） 短時間労働者のうち、「正社員・正職員」のみ学歴を調査 

（案２） 短時間労働者全員について学歴を調査（「不明」の選択肢あり） 

（案３） 短時間労働者全員について学歴を調査（「不明」の選択肢なし）（未記入は「不明」

として集計） 

 

案１については、正社員・正職員であれば短時間労働者でも記入率が比較的高く、企業の

負担も少ないと推測されるものの、短時間労働者の正社員・正職員は常用労働者全体の約１％

とごく少数にとどまり、属性別表章に十分なサンプルサイズを確保できないおそれがある。 

案２については、学歴を把握していない場合は「不明」を選択することができ、労働者に

学歴を確認させることの懸案は解消するが、一般労働者についても「不明」の回答が増える

可能性がある。 

案３については、「不明」の選択肢を設ける場合と比べて、一般労働者の学歴の調査に与え

る影響が少ないが、短時間労働者の学歴を把握していない場合は、労働者に確認して回答す

る必要があると認識するおそれがある。 

このように、案１～３のいずれにおいても、そのデメリットが無視できないことから、現

在では代替案によっても短時間労働者の学歴を調査することは困難である。 

 

◆ 検討結果 

・短時間労働者の学歴については、現行と同様調査を行わないこととするのが適当である。 

 

 

（５）新規学卒者の初任給額 
 

① 現状と課題 
現行の調査では、事業所票において「新規学卒者の採用人員及び初任給」について調査し、

調査年 11月に公表している。 

規制改革推進会議行政手続部会において、統計調査に関する行政手続コスト（事業所の記

入負担）の２割削減を求められており、厚生労働省においても「「行政手続コスト」削減のた

めの基本計画」（平成 30 年３月改定）を定め、この中で賃金構造基本統計調査についても、

オンライン調査や本社一括調査の導入のほか、調査項目の見直し等により作業時間を 22％削

減することを目標に掲げている。特に、本調査については、類似の賃金統計との調査項目の

重複による負担感も指摘されており、報告者負担の軽減は喫緊の課題となっている。しかし

ながら、本調査においては、平成 30 年より法人番号、令和元年より外国人の在留資格の調査

項目が純増となっているほか、令和２年からは職種の調査対象範囲を全労働者に拡大するな

ど、さらに負担増となる調査の変更を検討している。 

一方、近年企業における雇用形態や賃金制度が多様化していることから、本調査について
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もこれまで以上に内容審査に時間を要するようになっており、統計の信頼性や公表時期の維

持のためには調査項目の精査等の効率化を行う必要がある。 

これらの課題への対応として、本調査の結果精度の維持及び政府統計全体としての統計ニ

ーズへの対応という観点から、新規学卒者の初任給について、 

・ 他統計でも類似項目を調査しており重複が生じていること、 

・ 本調査の個人票で年齢、勤続年数等により新規学卒者と推測される者に限定した集計を

行うことで一定の代替が可能であると考えられること 

などから、これに係る調査項目を廃止することを検討する。 

 

② 見直し方針の検討 
個人票を用いて代替集計を行う場合の範囲について、現行の事業所票において新規学卒者

として計上されている者の属性を分析すると、以下の範囲とすることが適当と考えられる。 

 勤続年数 ０年 

 年齢 年齢幅を２歳（高校卒：18～19 歳、大学卒：22～23 歳）とする 

 雇用形態 一般労働者のうち正社員・正職員かつ無期雇用 

この範囲により代替集計の試算を行ったところ、通勤手当の有無等により現行の初任給額

との差異はあるものの、初任給額としておおむね安定した数値が得られると考えられる。 
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よって、報告者負担の軽減及び調査の効率化のため、現行の新規学卒者の初任給に係る調

査項目は廃止し、代替集計を行うことが適当である。 

 

◆ 検討結果 

・新規学卒者の初任給に係る調査項目は廃止することが適当である。 

・個人票で新規学卒者と考えられる者に限定した代替集計を行うことが適当である。 

 

③ 留意事項 
時系列比較に資するため、できるだけ過去に遡って代替集計による結果を提供する。また、

他の統計と比較した特徴等についての情報提供を行う必要がある。 

 

（６）諸手当 
 

① 現状と課題 
これまで、最低賃金の審議資料に賃金構造基本統計調査の結果を活用するため、特定産業

の小規模事業所（※）において「通勤手当」「精皆勤手当」及び「家族手当」（以下「３手当」

という。）を調査してきた。これは、最低賃金では３手当を算入しないこととされているため

である。一方、賃金構造基本統計調査としては３手当の集計、公表はしておらず、最低賃金

の審議資料としての活用以外に政策立案のための利用はない。 

 

※製造業で事業所規模 99人以下の事業所、卸売業，小売業、物品賃貸業、学術研究，専門・

技術サービス業、宿泊業，飲食サービス業、生活関連サービス業，娯楽業、医療・福祉又はサ

ービス業（他に分類されないもの）で 29 人以下の事業所 

 

② 見直し方針の検討 
３手当については最低賃金の審議資料としての活用以外に政策立案のための利用はなく、

今後とも見込めない。その上、 

・ 現在３手当は特定産業の小規模事業所に限り調査しており、一般的な利用には使い勝手

が悪いものとなっていること 

・ 他の統計調査において諸手当の額は把握することができ、必ずしも賃金構造基本統計調

査の結果がなくとも最低賃金の審議資料は用意出来る予定であること 

から、今後とも調査を継続する意義に乏しいため、報告者の記入負担を考慮し、今後は３手

当に係る調査項目を廃止することが適当である。 

 

◆ 検討結果 

・通勤手当、精皆勤手当、家族手当の調査項目は廃止することが適当である。 
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３ 集計事項の見直しについて 
 

① 現状と課題 
本調査については、総務大臣の承認を受けた調査計画に定める集計事項のうち、「企業規模

５～９人」の集計結果は存在するものの統計表を公表していないもの、及び「企業規模５～

９人」の区分を集計していないものが存在することが確認されている。「企業規模５～９人」

の区分においては、特に回答にばらつきがでる調査事項については統計としての精度が担保

されないおそれがあり、今後の対応について検討する必要がある。 

また、今般、職種区分を日本標準職業分類と整合的な区分に見直すことに併せて、現行の

職種に係る集計表についても、統計精度の観点等から精査を行う必要がある。 

 

② 見直し方針の検討 
調査計画に定める集計事項のうち、「企業規模５～９人」の区分が未集計又は未公表となっ

ていたものについては、集計対象労働者数等を踏まえ、以下のとおり対応することが適当で

ある。 

 

○職種、年齢階級別所定内給与額 

「企業規模５～９人」の区分について、平成 30 年調査で職種別に一般労働者の集計対象労

働者数を見ると、最も多い職種でも「営業用大型貨物自動車運転者」や「自動車整備工」で

600 人を超える程度であり、８割以上の職種で出現労働者数が 200 人以下となっている。こ

のため、性、年齢階級別の各表章区分ごとのサンプルサイズは極めて小さくなり、表章に耐

えうる結果が得られないことから、「企業規模５～９人」については年齢計のみ表章する。 

 

○標準労働者の特定年齢別所定内給与額分布 

標準労働者は学校卒業後直ちに企業に就職し、同一企業に継続勤務しているとみなされる

労働者であるが、「企業規模５～９人」の区分における標準労働者の比率は一般労働者で約

７％となっており、集計の対象となる労働者はごく一部に限られる。これを学歴、年齢別の

分布表にすると、多くのセルで該当労働者数がゼロになるなど、集計しても利用に耐えうる

ものとはならないため、「企業規模５～９人」について表章することは適当でない。 

 

○初任給額等、初任給額の分布 

令和２年以降は、初任給の調査を廃止することに伴い、集計事項からも削除する。なお、

「企業規模５～９人」の区分における新規学卒者数は非常に少なく、平成 30 年調査結果では

高校卒でも 2,000 人を下回っており、従前から表章に耐えうるものではないと考えられる。 

 

職種別集計については、職種区分の見直しにより日本標準職業分類と整合的な区分とする

ことから、職種大分類別の集計表を追加し、産業と職業のクロス集計を行う。 

また、現行の集計表については、以下のとおり対応することが適当である。 
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・ 現行では男女計の集計がない集計区分や男女どちらかのみの表章となっている職種が

存在する。今後は、性別による職種の偏りが小さくなってきている状況を踏まえ、全集

計事項について男女計の集計を追加する。また、職種により男女両方又は男女どちらか

のみ公表している集計区分については、男女ともに一定以上の労働者が存在する職種の

み男女別集計を行う。 

・ 都道府県別、年齢階級別などで集計対象労働者が著しく少ない集計区分については、

クロス集計の次元を減らす又は集計対象の職種を限定することにより一定のサンプルサ

イズを確保する。 

・ 短時間労働者について経験年数の調査を行っているため、今後は、短時間労働者の職

種・経験年数別集計表についても公表する。 

 

◆ 検討結果 

・「企業規模５～９人」の区分のうち未集計・未公表となっていた集計事項については、今後

は職種別集計表の年齢計のみ表章し、その他は表章しないことが適当である。 

・職種別集計については、上記の方針を踏まえ、具体的には下表のとおり対応することが適

当である。 
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Ⅲ まとめ 

 

賃金構造基本統計調査は、我が国の賃金の実態を事業所や労働者の属性別に明らかにする

ことを目的とする基幹統計調査であり、その調査結果は、政府における政策決定のみならず、

国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となっている。このため、本調査の調査事

項や集計方法は、利用者のニーズの高い情報をできるだけ実態と乖離なく提供できるもので

あることが求められることから、社会情勢の変化等に応じた利用者ニーズの変化への対応や

集計値の精度向上等のための不断の見直しが必要である一方、過去から蓄積された調査結果

との接続性にも配慮していくことが必要である。また、本調査は報告者である事業主の記入

負担の上に成り立っているものであり、その負担を少しでも軽減することが求められる。 

 

本ワーキンググループにおいては、上記のような観点を踏まえつつ、推計方法の見直しや

調査事項の見直しを中心として、多岐にわたる事項について検討を行い、今後の賃金構造基

本統計調査の改善に向けた方向性を取りまとめた。 

推計方法については、中長期的な回収率の低下に伴う集計値の実態からの乖離を改善する

ため、事業所抽出に係る復元方法を回収率を考慮したものに変更すること等とした。また、

近年の学歴構成や職業構造の変化に対応するとともに、個人の属性に一層着目した賃金構造

の把握ができるようにするため、学歴区分の細分化や職種調査の全労働者への拡大、職種区

分見直し等を行うこととした。併せて、報告者負担を軽減するための調査項目の見直しを行

うこととしている。 

これらの内容を反映させることにより、賃金構造基本統計調査がその目的を一層的確に果

たすことができるようになるものと期待される。 

 

一方、こうした見直しは本調査の調査結果に大きな変化をもたらすことになるが、調査結

果の接続性の確保に配慮した集計表の整備や利用者に混乱が生じないようにするための十分

な情報提供に留意することが必要である。また、今後とも、社会情勢の変化や利用者ニーズ

への対応、統計精度の向上、報告者負担の軽減及び調査の効率化のため、不断に改善を図っ

ていく必要がある。 
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Ⅳ 参考資料 

賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループについて 

 

平成 29 年３月７日 

厚生労働統計の整備に関する検討会座長決定 

平成 31 年３月 11 日改正 

 

賃金構造基本統計調査の改善に関する検討を効率的に行うため、厚生労働統計の整

備に関する検討会（以下「検討会」という。）の下に賃金構造基本統計調査の改善に

関するワーキンググループを置く。 

 

１．本ワーキンググループの構成員は以下のとおりとする。 

   阿部 正浩 （中央大学経済学部教授） 

   黒田 祥子 （早稲田大学教育・総合科学学術院教授） 

   玄田 有史 （東京大学社会科学研究所教授） 

   樋田 勉  （獨協大学経済学部国際環境経済学科教授）    

    

なお、主査は、必要があると認めるときは、検討会の構成員等に意見を聴くことが

できる。 

 

２．本ワーキンググループは平成 31 年９月までに検討を行い、検討結果を検討会に

報告する。 

 

３．本ワーキンググループは、原則として公開する。ただし、主査は、公開すること

により検討に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、その他正当な理由が

あると認めるときは、会議を非公開とすることができる。  

 

４．本ワーキンググループの資料は、原則として公表する。ただし、主査は、公表す

ることにより検討に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、その他正当な

理由があると認めるときは、資料を非公表とすることができる。  

 

５．本ワーキンググループは、議事録を作成し公表する。ただし、会議を非公開とす

る場合には、議事要旨を公表する。 

 

６．本ワーキンググループの庶務は、政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）

付参事官（企画調整担当）付統計企画調整室において行う。 
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賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ 

開催実績 

 

第１回 平成２９年７月１４日（金）１０：００～１２：００ 

（議事） 

１ 

統計委員会による未諮問基幹統計の確認における賃金構造基本統計に係る指摘事項について  

２ 賃金構造基本統計調査の復元方法の見直しについて 

３ 賃金構造基本統計調査の調査事項の見直しについて 

（１）職種区分 

（２）学歴区分 

 

第２回 平成３０年１月２６日（金）１４：００～１６：００ 

（議事） 

１ 賃金構造基本統計調査の復元方法の見直しについて 

２ 賃金構造基本統計調査の調査事項の見直しについて 

（１）職種区分 

（２）学歴区分 

３ 賃金構造基本統計調査の試験調査について 

４ その他 

 

第３回 平成３０年１２月７日（金）１０：００～１２：００ 

（議事） 

１ 賃金構造基本統計調査試験調査の結果の概要について 

２ 賃金構造基本統計調査の調査事項の見直しについて 

（１）職種区分 

（２）学歴区分 

（３）その他 

 

第４回 令和元年５月３０日（木）９：３０～１２：００ 

（議事） 

１ 令和元年賃金構造基本統計調査の変更について（報告） 

２ 賃金構造基本統計調査の復元方法の見直しについて 

３ 賃金構造基本統計調査の調査事項及び集計事項の見直しについて 

（１）職種区分 

（２）新規学卒者の初任給 

（３）その他 

４ その他 

 

第５回 令和元年６月６日（木）１０：００～１２：００ （Ｐ） 

（議事） 

 １ 賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループの取りまとめについて 

 ２ その他 
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指
摘

事
項

（
課

題
解

決
に

向
け

た
今

後
の
取

組
の

方
向

性
）

整
理

番
号

（
ア

）
標

本
設

計
、

推
計

方
法

等
の

現
状

と
、

分
か

り
や

す
く

情
報

提
供

す
る

た
め

の
取

組

　
本

調
査

に
係

る
標

本
設

計
に

関
す

る
詳

細
な

情
報

は
、

本
統

計
が

正
し

く
理

解
さ

れ
た

上
で

、
適

切
に

利
用

さ
れ

る
た

め
に

有
用

な
情

報
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
現

在
公

表
さ

れ
て

い
な

い
各

層
の

抽
出

率
や

標
本

規
模

に
つ

い
て

、
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
上

に
掲

載
す

る
な

ど
、

統
計

利
用

者
へ

の
提

供
に

つ
い

て
さ

ら
に

進
め

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
あ

る
（

可
能

な
も

の
か

ら
順

次
実

施
）

。

①

　
労

働
者

数
の

推
計

に
つ

い
て

は
、

集
計

値
に

与
え

る
影

響
等

を
検

証
し

た
上

で
、

回
収

率
を

考
慮

し
た

推
計

方
法

に
変

更
す

る
必

要
が

あ
る

（
統

計
委

員
会

へ
の

諮
問

時
期

ま
で

に
結

論
）

。
②

　
企

業
規

模
別

、
産

業
別

な
ど

の
回

収
率

の
提

供
に

つ
い

て
検

討
が

必
要

で
あ

る
（

平
成

2
9
年

度
か

ら
検

討
）

。
③

　
本

統
計

と
他

の
賃

金
統

計
（

毎
月

勤
労

統
計

）
と

の
比

較
に

よ
り

、
本

統
計

の
特

徴
を

明
ら

か
に

し
、

そ
の

特
徴

を
統

計
利

用
者

に
提

供
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
ま

た
、

よ
り

正
確

な
統

計
間

の
比

較
を

行
う

た
め

、
各

統
計

の
調

査
対

象
範

囲
を

揃
え

て
比

較
す

る
必

要
が

あ
る

。
（

可
能

な
も

の
か

ら
順

次
実

施
）

④

　
本

統
計

は
構

造
統

計
で

あ
り

、
毎

月
勤

労
統

計
は

動
態

統
計

で
あ

る
の

で
、

こ
う

し
た

役
割

等
の

違
い

を
統

計
利

用
者

に
提

供
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

（
順

次
実

施
）

。
⑤

　
今

後
も

様
々

な
方

法
を

活
用

し
て

回
収

率
の

向
上

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
（

継
続

実
施

）
。

⑥

　
調

査
方

法
を

見
直

し
、

オ
ン

ラ
イ

ン
調

査
や

郵
送

調
査

の
実

施
、

さ
ら

に
は

本
社

一
括

調
査

な
ど

の
調

査
の

効
率

化
に

つ
い

て
検

討
が

必
要

で
あ

る
。

そ
の

際
に

は
、

電
子

媒
体

を
含

め
た

電
子

的
な

デ
ー

タ
で

の
報

告
も

可
能

と
す

る
こ

と
に

つ
い

て
検

討
が

必
要

で
あ

る
。

（
統

計
委

員
会

へ
の

諮
問

時
期

ま
で

に
結

論
）

⑦

　
本

調
査

の
調

査
対

象
職

種
や

学
歴

区
分

に
つ

い
て

は
、

調
査

票
の

記
入

が
適

切
に

行
え

る
か

等
を

検
証

し
つ

つ
、

利
用

者
ニ

ー
ズ

等
を

踏
ま

え
て

見
直

し
を

進
め

る
必

要
が

あ
る

。
今

後
も

社
会

情
勢

、
利

用
者

ニ
ー

ズ
等

を
踏

ま
え

、
調

査
事

項
の

見
直

し
を

随
時

行
う

必
要

が
あ

る
。

（
継

続
実

施
）

⑧

　
単

月
（

６
月

分
）

の
調

査
事

項
の

調
査

対
象

期
間

を
年

や
四

半
期

に
変

更
す

る
こ

と
に

つ
い

て
は

、
本

調
査

の
目

的
に

鑑
み

る
と

、
多

く
の

課
題

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

慎
重

に
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

（
平

成
2
9
年

度
か

ら
検

討
）

。
⑨

　
調

査
の

大
幅

な
見

直
し

を
行

っ
た

場
合

に
は

、
調

査
結

果
の

検
証

を
行

い
、

そ
の

結
果

を
統

計
利

用
者

に
提

供
す

る
必

要
が

あ
る

（
次

回
見

直
し

時
か

ら
実

施
）

。
⑩

　
利

用
者

ニ
ー

ズ
等

を
踏

ま
え

、
新

た
な

分
布

表
に

つ
い

て
オ

ー
ダ

ー
メ

ー
ド

集
計

や
本

調
査

の
結

果
表

で
の

提
供

、
さ

ら
に

調
査

の
効

率
化

に
よ

る
公

表
の

更
な

る
早

期
化

に
つ

い
て

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
（

継
続

実
施

）
。

⑪

　
匿

名
デ

ー
タ

に
つ

い
て

は
、

政
府

全
体

で
の

検
討

状
況

を
踏

ま
え

つ
つ

、
ま

ず
は

匿
名

化
が

可
能

な
個

人
票

か
ら

提
供

す
る

こ
と

に
つ

い
て

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
（

平
成

2
9
年

度
か

ら
検

討
）

。
⑫

※
　

「
整

理
番

号
」

は
、

厚
生

労
働

省
賃

金
福

祉
統

計
室

に
て

、
便

宜
的

に
付

与
し

た
も

の
。

イ
 
調

査
事

項
の

見
直

し

ウ
 
調

査
結

果
等

の
利

活
用

の
向

上

項
目

統
計

委
員

会
に

よ
る

未
諮

問
基

幹
統

計
の

確
認

に
お

け
る

賃
金

構
造

基
本

統
計

に
係

る
指

摘
事

項

※
　

「
平

成
2
7
年

度
統

計
法

施
行

状
況

に
関

す
る

審
議

結
果

報
告

書
（

平
成

2
8
年

度
下

半
期

審
議

分
）

」
（

平
成

2
9
年

３
月

3
1
日

総
務

省
統

計
委

員
会

）
を

抜
粋

　
し

て
作

成
。

（
イ

）
推

計
方

法
（

特
に

労
働

者
数

）
の

改
善

に
向

け
た

取
組

（
ウ

）
バ

イ
ア

ス
（

賃
金

水
準

）
の

チ
ェ

ッ
ク

（
他

の
賃

金
統

計
と

の
比

較
、

乖
離

の
要

因
分

析
）

ア
 
統

計
の

精
度

向
上

に
向

け
た

取
組

（
エ

）
実

査
上

の
課

題

本
W
Gで

は
、

上
記

の
指
摘

事
項
に
つ

い
て
、

特
に
②
、

⑧
を
中

心
に
議
論

を
行
っ

た
。
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別
表

 
今

後
５

年
間

に
講

ず
る

具
体

的
施

策

項
目

具
体

的
な

措
置

、
方

策
等

実
施

時
期

◎
 
賃
金

構
造

基
本

統
計

に
つ

い
て

、
毎

月
勤

労
統

計
と

の
比

較
に

関
す

る
技

術
的

な
検

討
や

、
そ

の
検

討
結

果
を

踏
ま

え
た

試
算

及
び

非
回

答
の

事
業

所
の

偏
り

に
よ

る
非

標
本

誤
差

の
分

析
等

を
実

施
し

、
統

計
利

用
者

に
本

調
査

の
特

徴
を

含
め

た
情

報
を

提
供

す
る

。

平
成

3
0
年

度
（

2
0
1
8
年

度
）

か
ら

実
施

す
る

。

◎
 
賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

に
お

け
る

匿
名

デ
ー

タ
の

提
供

に
つ

い
て

、
政

府
全

体
で

の
検

討
状

況
も

踏
ま

え
、

匿
名

デ
ー

タ
化

の
手

法
が

確
立

し
て

い
る

世
帯

調
査

の
手

法
を

準
用

で
き

る
可

能
性

の
あ

る
個

人
票

の
提

供
を

優
先

的
に

検
討

す
る

。

平
成

3
0
年

度
（

2
0
1
8
年

度
）

か
ら

実
施

す
る

。

◎
 
賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

に
つ

い
て

、
調

査
の

効
率

化
に

向
け

た
調

査
方

法
の

見
直

し
及

び
公

表
の

更
な

る
早

期
化

、
回

収
率

の
向

上
策

、
調

査
対

象
職

種
の

見
直

し
や

学
歴

区
分

「
大

学
・

大
学

院
卒

」
、

「
高

専
・

短
大

卒
」

の
細

分
化

に
つ

い
て

、
試

験
調

査
の

実
施

等
に

よ
り

見
直

し
の

影
響

を
検

証
し

つ
つ

検
討

す
る

。
ま

た
、

回
収

率
を

考
慮

し
た

労
働

者
数

の
推

計
方

法
の

変
更

や
、

オ
ン

ラ
イ

ン
調

査
導

入
に

合
わ

せ
、

抽
出

さ
れ

た
事

業
所

内
の

全
労

働
者

を
調

査
す

る
こ

と
に

つ
い

て
の

検
討

を
進

め
る

。

平
成

3
2
 
年

（
2
0
2
0
年

）
調

査
の

企
画

時
期

ま
で

に
結

論
を

得
る

。

(
3
)
 
働

き
方

の
変

化
等

を
よ

り
的

確
に

捉
え

る
統
計

の
整

備

第
Ⅲ

期
公

的
統

計
の

整
備

に
関

す
る

基
本

的
な

計
画

（
平

成
3
0
年

３
月

６
日

閣
議

決
定

）
（

抄
）
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賃金構造基本統計調査試験調査の概要 

 

１ 調査の概要 

（１） 調査の目的 

「賃金構造基本統計調査」について、調査内容や調査方法・調査機関の見直しの検討を行う

上での基礎資料を得ることを目的とする。 

 

（２） 調査の範囲、調査事項等 

本体調査との相違は次頁のとおりである。 

 

（３）調査方法 

厚生労働省から民間事業者に委託して郵送調査により行った。民間事業者の業務範囲は、調

査用品の作成、調査票の配布・回収、督促、点検、疑義照会、データ入力、集計である。なお、

民間事業者による点検、疑義照会の後に、厚生労働省にて内容審査及び修正を行った上で最終

的な集計を行った。 

 

（４）アンケート 

試験調査と合わせてアンケート調査を実施し、記入に係る負担感やオンライン調査の利用の

意向等を確認した。 

アンケート調査は、試験調査の回答の無い事業所からも回収した。 

 

２ 回収状況 

回収率は 62.8％、有効回答率は 60.5％であった。産業、事業所規模別の回収率は以下のとお

りである。 

産業、事業所規模別母集団数、標本数、回収率等 

  
   

なお、本体調査と試験調査では標本設計が大きく異なっている。平成 29 年本体調査の有効回

答率は、調査対象計で 72.6％であるが、これを産業・事業所規模別構成を試験調査の構成にそ

ろえて推計すると、67.1％となる。 
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賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
 
試
験
調
査
と
本
体
調
査
の
相
違
点

 

  

 
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査

 
試
験
調
査
 

賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

（
本

体
調
査

）
 

調
査
の
対
象
 

地
理

的
範

囲
 

全
国
 

全
国
（
一

部
島

し
ょ

部
を

除
く

）
 

民
公

区
分
 

常
用

労
働
者
５
人
以
上
の
民
営
事

業
所
（
た
だ
し
、
常
用
労
働
者

５
～

９
人

の
事

業
所

は
企

業
規

模
５

～
９

人
の

事
業

所
に

限

る
。
）
 

常
用
労
働

者
５

人
以

上
の

民
営

事
業
所
（
た

だ
し

、
常

用
労
働

者
５

～
９
人
の

事
業

所
は

企
業

規
模

５
～
９

人
の

事
業

所
に

限
る

。
）
及

び
常
用
労

働
者

10
人
以

上
の
公

営
事
業

所
（
行

政
執

行
法
人

又
は

地
方
公
営

企
業

等
に

限
る

。）
 

標
本

数
 

事
業

所
票

 約
1
80
0
事
業
所
 

個
人

票
 
約

3
万

6
,
0
00

人
 

事
業
所
票

 約
８
万

事
業

所
 

個
人
票
 
約

1
7
0
万

人
 

調
査
事
項
 

最
終

学
歴
 

常
用

労
働
者
（
短
時
間
労
働
者
を

含
む
）
に
つ
い
て
調
査
す
る
。
 

学
歴

区
分
は
７
区
分
と
す
る
。

 

①
中

学
卒
 

②
高

校
卒
 

③
専

門
学
校
卒

 
④
短
大
卒
 

⑤
高
専
卒
 

⑥
大

学
卒

 
 
 
⑦
大
学
院
卒

 

一
般
労
働

者
に

つ
い

て
調

査
す

る
。
 

学
歴
区
分

は
４

区
分

と
す

る
。

 

①
中
学
卒
 

②
高
校
卒
 

③
高
専
・

短
大

卒
 

④
大
学
・

大
学

院
卒
 

労
働

者
の

種
類
 

調
査

し
な
い
。
 

鉱
業

,採
石
業

,
砂
利

採
取

業
、
建
設

業
、
製
造

業
の

み
調
査

す
る
。 

役
職
 

全
て

の
事
業
所
に
つ
い
て
調
査
す

る
。
 

企
業
規
模

10
0
人
以

上
の

事
業

所
の
み

調
査

す
る

。
 

職
種
 

日
本

標
準
職
業
分
類
と
整
合
的
な

、
全
て
の
労
働
者
を
網
羅
す
る

職
種

体
系
と
す
る
（

1
54

区
分
）
。
（
役
職
者
も
調
査
す
る
。）

 

特
定
の
職

種
の

み
調

査
す

る
（

1
2
9
区

分
）
。
 

調
査
対
象

の
役

職
に

該
当

す
る

労
働
者

は
調

査
し

な
い

。
 

経
験

年
数
 

全
て

の
常
用
労
働
者
に
つ
い
て
調

査
す
る
。
 

調
査
対
象

職
種

に
該

当
す

る
労

働
者
の

み
調

査
す

る
。
 

調
査
時
期
 

平
成

30
年
６
月
（
調
査
対
象
時
期
は
平
成

3
0
年
５
月
（
特
別
給

与
額

は
平
成

2
9
年
１
年
間
））

 

毎
年
７
月
（
調

査
対

象
時

期
は

実
施
年

の
６

月
（

特
別

給
与

額
は
前

年
１
年
間

））
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職種区分に関する意見募集の概要 

 

１．趣旨 

  第 14 回厚生労働統計の整備に関する検討会及び賃金構造基本統計調査の改善に

関するワーキンググループでの議論を踏まえ、新職種区分（案）について、厚生

労働省内外のニーズを把握するため、広く意見募集を実施した。 

 

２．実施時期 

  平成 29 年９月から約１か月間 

 

３．実施方法 

  厚生労働省ホームページにおいて意見募集を実施した。 

  なお、意見募集を実施していることについてできる限り周知がなされるよう、

企業の経営者や人事労務担当者向けに厚生労働省が配信している「厚労省人事労

務マガジン」を活用するとともに、独立行政法人労働政策研究・研修機構が配信

している「メールマガジン労働情報」、東京労働経済学研究会及び関西労働研究会

のメーリングリストによる周知に御協力いただいた。 

 また、厚生労働省内に対しては別途意見を聴取した。 

 

４．意見募集結果 

  賃金構造基本統計調査の調査対象職種に関し、省内外から 12 件の御意見が寄せ

られた。（意見の詳細は次頁を参照） 
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賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
の
調
査
対
象
職
種
の
見
直
し
に
関
す
る
御
意
見

番
号

御
意
見
の

種
類

御
意
見
等
の
内
容
・
理
由
（
要
約
）

意
見
に
対
す
る
検
討
結
果

1
職
種
区
分

（
個
別
職
種
）
職
種
番
号
1
6
4
「
保
健
師
、
助
産
師
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
標
準
職
業
分
類
に
合
わ
せ
て
、
保
健
師
と
助
産
師
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
職
種
区
分
と
し
て
設
定
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

（
理
由
）

保
健
師
と
助
産
師
は
、
異
な
る
国
家
資
格
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
就
業
場
所
や
勤
務
形
態
等
の
実
態
に
も
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
職
種
区

分
と
し
て
数
値
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
、
保
健
師
と
助
産
師
が
独
立
し
て
集
計
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
集
計
結
果
の
活
用
の
可
能
性
が
増
す
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

保
健
師
と
助
産
師
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
職
種
区
分
と

し
て
調
査
す
る
。

2
職
種
区
分

（
個
別
職
種
）
職
種
番
号
3
0
1
「
介
護
職
員
（
医
療
・
福
祉
施
設
等
）
」
は
、
「
介
護
職
員
（
医
療
施
設
等
）
」
と
「
介
護
職
員
（
福
祉
施
設
等
）
」
に
分
割
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
理
由
）

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
介
護
職
員
は
、
処
遇
改
善
等
の
た
め
各
種
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
介
護
職
員
（
医
療
・
福
祉
施
設
等
）
」
の
区
分
で

は
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
労
働
者
の
賃
金
の
実
態
が
把
握
で
き
な
い
。

介
護
職
員
の
賃
金
水
準
を
全
産
業
平
均
と
比
較
す
る
た
め
、
賃
金
構
造
基
本
統
計
を
利
用
し
て
い
る
が
、
産
業
分
類
「
医
療
、
福
祉
」
や
「
社
会
保
険
・
社
会
福

祉
・
介
護
事
業
」
で
は
、
実
態
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

診
療
報
酬
と
混
同
し
な
い
た
め
に
も
、
「
介
護
職
員
（
福
祉
施
設
等
）
」
の
賃
金
水
準
を
合
理
的
に
把
握
す
る
た
め
、
「
介
護
職
員
（
医
療
・
福
祉
施
設
等
）
」
を
細
分

化
す
る
べ
き
。

介
護
関
連
職
種
の
細
分
化
に
つ
い
て
は
、
把
握
可

能
性
（
明
確
な
定
義
や
区
分
が
可
能
か
）
、
政
策
上

の
必
要
性
の
有
無
等
と
い
っ
た
観
点
か
ら
検
討
を

行
っ
た
が
、
医
療
施
設
と
福
祉
施
設
の
両
方
の
正

確
を
併
せ
持
つ
施
設
が
存
在
す
る
こ
と
等
か
ら
、
細

分
化
は
見
送
る
こ
と
と
す
る
。

3
職
種
区
分

（
個
別
職
種
）
介
護
関
連
の
職
種
に
つ
い
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
就
業
者
の
職
種
、
就
業
す
る
場
所
、
形
態
別
の
賃
金
に
関
す
る
情
報
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
職
業
区
分
を
細
分

化
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
研
究
者
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
も
把
握
し
た
い
。

・
公
的
な
高
齢
者
施
設
３
種
で
の
賃
金
格
差
、
あ
る
い
は
公
的
な
施
設
と
有
料
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
民
間
施
設
で
の
就
業
者
の
賃
金
比
較

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
就
業
者
に
は
作
業
療
法
士
や
言
語
療
法
士
な
ど
の
専
門
職
も
あ
り
、
数
も
増
え
て
い
る
が
、
彼
ら
の
収
入
は
ど
の
程
度
か
。

・
病
院
で
働
く
看
護
師
と
訪
問
看
護
師
の
賃
金
格
差
は
あ
る
の
か
。

（
理
由
）

製
造
業
は
伝
統
的
に
重
要
視
さ
れ
、
職
種
区
分
が
細
分
化
さ
れ
て
い
る
の
に
比
較
し
て
、
介
護
関
連
の
職
種
も
細
分
化
す
る
べ
き
で
あ
る
。

今
後
の
高
齢
者
の
増
加
を
反
映
し
て
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
産
業
は
い
や
お
う
な
く
拡
大
し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

介
護
関
連
職
種
の
細
分
化
に
つ
い
て
は
、
把
握
可

能
性
（
明
確
な
定
義
や
区
分
が
可
能
か
）
、
政
策
上

の
必
要
性
の
有
無
等
と
い
っ
た
観
点
か
ら
検
討
を

行
っ
た
が
、
医
療
施
設
と
福
祉
施
設
の
両
方
の
正

確
を
併
せ
持
つ
施
設
が
存
在
す
る
こ
と
等
か
ら
、
細

分
化
は
見
送
る
こ
と
と
す
る
。

4
職
種
区
分

（
個
別
職
種
）
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
の
調
査
対
象
職
種
に
つ
い
て
、
「
医
療
・
介
護
」
と
一
括
り
で
調
査
し
な
い
で
ほ
し
い
。

（
理
由
）

医
療
と
介
護
で
は
費
用
の
出
所
が
異
な
る
た
め
、
比
較
対
象
と
な
ら
な
い
。

介
護
関
連
職
種
の
細
分
化
に
つ
い
て
は
、
把
握
可

能
性
（
明
確
な
定
義
や
区
分
が
可
能
か
）
、
政
策
上

の
必
要
性
の
有
無
等
と
い
っ
た
観
点
か
ら
検
討
を

行
っ
た
が
、
医
療
施
設
と
福
祉
施
設
の
両
方
の
正

確
を
併
せ
持
つ
施
設
が
存
在
す
る
こ
と
等
か
ら
、
細

分
化
は
見
送
る
こ
と
と
す
る
。

5
職
種
区
分

（
個
別
職
種
）
ス
ポ
ー
ツ
や
健
康
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
産
業
分
野
が
拡
大
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
特
定
で
き
る
職
種
区
分
を
設
定
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
理
由
）

公
共
ス
ポ
ー
ツ
施
設
に
お
い
て
、
利
用
者
の
受
付
、
清
掃
、
運
動
指
導
及
び
事
務
全
般
を
行
い
、
さ
ら
に
介
護
施
設
や
学
校
に
て
運
動
指
導
や
健
康
関
連
の
講

話
な
ど
も
行
う
労
働
者
が
存
在
す
る
。

従
来
の
職
種
区
分
で
は
、
「
専
門
的
・
技
術
的
関
連
職
業
従
事
者
」
の
「
個
人
教
師
、
塾
・
予
備
校
講
師
」
（
例
示
に
「
エ
ア
ロ
ビ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
」
と
あ
る
た
め
）

や
「
サ
ー
ビ
ス
関
連
職
業
従
事
者
」
で
回
答
し
て
い
た
が
、
新
し
い
職
種
区
分
案
で
は
職
種
番
号
3
1
5
「
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者
」
に
な
る
の
か
。

ど
の
職
種
で
回
答
す
べ
き
か
悩
む
の
で
、
上
記
の
よ
う
な
業
務
を
行
う
者
の
職
種
区
分
を
設
定
し
て
ほ
し
い
。

今
回
の
職
種
区
分
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
日
本

標
準
職
業
分
類
と
整
合
的
で
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と

を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
見
直
し
に

お
い
て
は
御
指
摘
の
見
直
し
を
反
映
す
る
こ
と
は

困
難
と
考
え
る
。
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番
号

御
意
見
の

種
類

御
意
見
等
の
内
容
・
理
由
（
要
約
）

意
見
に
対
す
る
検
討
結
果

6
職
種
区
分

（
個
別
職
種
）
職
種
番
号
1
7
7
「
他
に
分
類
さ
れ
な
い
社
会
福
祉
専
門
職
業
従
事
者
」
の
「
含
ま
れ
る
職
種
の
例
」
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
施
設
長
と
指
導
員
等
職
員
が
同
じ
カ

テ
ゴ
リ
ー
と
さ
れ
て
い
る
が
、
分
け
た
分
類
と
し
て
ほ
し
い
。

（
理
由
）

施
設
長
は
管
理
者
、
指
導
員
等
は
職
員
（
労
働
者
）
で
あ
り
、
賃
金
の
構
成
（
時
間
外
、
手
当
等
）
が
異
な
る
た
め
。

今
回
の
見
直
し
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
職
種
を
把

握
し
て
こ
な
か
っ
た
役
職
者
に
つ
い
て
も
職
種
を
調

査
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。
御
要
望
の
点
に
つ

い
て
は
、
該
当
職
種
の
う
ち
役
職
の
有
無
を
確
認

す
る
こ
と
で
一
定
程
度
の
対
応
が
可
能
に
な
る
も

の
と
考
え
る
。

7
職
種
区
分

（
総
論
）

自
身
も
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
を
複
数
回
担
当
し
た
が
、
新
職
種
区
分
案
は
現
行
の
も
の
に
比
べ
非
常
に
汎
用
性
が
高
く
、
全
般
的
に
網
羅
で
き
て
い
る
と

感
じ
る
。

現
行
の
も
の
は
特
に
「
～
工
」
「
～
員
」
な
ど
と
い
っ
た
専
門
・
職
人
的
な
職
種
が
必
要
以
上
に
細
分
化
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
サ
ー
ビ
ス
業
の
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト

部
門
関
連
の
職
種
や
事
務
系
職
種
が
分
類
不
能
な
状
態
で
あ
っ
た
。

調
査
に
回
答
す
る
企
業
に
と
っ
て
本
業
の
源
泉
と
な
る
職
種
が
該
当
し
な
い
こ
と
は
非
常
に
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。

新
職
種
区
分
が
妥
当
な
の
か
、
調
査
対
象
事
業
所
に
何
ら
か
の
形
で
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
や
、
毎
月
勤
労
統
計
調
査
等
、
「
統
計
慣
れ
」
し
て
い
る
企
業
等
に

個
別
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
る
こ
と
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。

（
後
段
に
つ
い
て
）

新
職
種
区
分
案
が
妥
当
な
の
か
（
調
査
対
象
事
業

所
が
回
答
可
能
な
の
か
）
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

試
験
調
査
や
企
業
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
り
把
握
を
行

い
、
新
職
種
区
分
に
つ
い
て
必
要
な
修
正
を
行
う
。

8
職
種
区
分

（
総
論
）

職
種
区
分
の
変
更
に
関
し
て
、
他
統
計
と
の
接
続
性
を
考
慮
さ
れ
た
改
定
、
非
常
に
有
意
義
で
あ
り
、
利
用
者
と
し
て
、
利
便
性
が
向
上
す
る
。

-

9
職
種
区
分

（
総
論
）

こ
の
度
の
職
種
の
見
直
し
は
時
宜
に
か
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
総
論
と
し
て
賛
同
す
る
が
、
細
か
い
点
に
つ
い
て
は
以
下
に
意
見
を
提
出
す
る
。

１
．
ど
う
い
っ
た
職
業
に
従
事
す
る
者
が
当
該
職
種
に
該
当
す
る
の
か
、
記
入
者
が
戸
惑
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
と
く
に
変
更
の
あ
っ
た
職
種
の
名
称
も
含
め
、

記
入
の
手
引
な
ど
で
丁
寧
に
説
明
し
て
理
解
が
え
ら
れ
る
よ
う
努
力
さ
れ
た
い
。

２
．
職
種
を
括
る
と
ど
の
職
種
に
つ
い
て
の
賃
金
な
の
か
が
曖
昧
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
一
方
で
、
詳
細
に
し
す
ぎ
る
と
対
象
労
働
者
が
少
な
く
な
り
す
ぎ
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
職
種
別
賃
金
を
調
査
す
る
と
い
う
そ
も
そ
も
の
意
義
・
ね
ら
い
を
よ
く
考
え
な
が
ら
検
討
し
て
ほ
し
い
。

　
例
え
ば
、
職
種
番
号
1
8
0
「
そ
の
他
の
経
営
・
金
融
・
保
険
専
門
職
業
従
事
者
」
に
は
社
会
保
険
労
務
士
や
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
が
含
ま
れ
る

が
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
は
社
会
保
険
労
務
士
な
ど
に
比
べ
て
、
賃
金
水
準
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
ひ
と
く
く
り
に
し
た
結
果
を
ど
の
よ
う
に
分
析
・
評
価
す
る

の
か
難
し
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
職
種
番
号
1
7
8
「
法
務
従
事
者
」
、
1
9
1
「
著
述
家
、
記
者
、
編
集
者
」
及
び
1
9
6
「
他
に
分
類
さ
れ
な
い
専
門
的
職
業
従
事
者
」
も

同
様
。

３
．
専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者
、
と
く
に
「
士
業
」
に
つ
い
て
、
日
本
標
準
職
業
分
類
に
職
種
を
揃
え
て
い
る
こ
と
は
理
解
す
る
も
の
の
、
新
職
種
区
分
案
で

は
全
く
異
な
る
職
務
内
容
の
専
門
職
が
一
つ
の
職
種
区
分
と
な
り
、
ど
の
職
種
に
注
目
し
て
賃
金
を
調
査
す
る
の
か
が
、
不
明
確
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
（
例
え

ば
「
1
9
6
　
他
に
分
類
さ
れ
な
い
専
門
的
職
業
従
事
者
」
に
は
通
訳
、
行
政
書
士
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、
不
動
産
鑑
定
士
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
職
種

に
該
当
す
る
者
は
比
較
的
少
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
）
た
め
、
単
に
括
る
の
で
は
な
く
、
調
査
す
る
意
義
の
あ
る
職
種
を
検
討
さ
れ
た
い
。

４
．
管
理
的
職
業
従
事
者
に
、
現
行
の
部
長
、
課
長
な
ど
職
階
と
し
て
調
査
し
て
い
た
者
が
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
役
職
別
の
賃
金
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け

男
女
別
に
分
析
す
る
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
か
ら
こ
れ
ま
で
通
り
職
階
別
の
集
計
、
公
表
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

５
．
引
き
続
き
、
職
種
別
賃
金
の
研
究
に
つ
い
て
努
め
て
い
た
だ
き
、
新
し
い
職
種
の
賃
金
を
適
時
適
切
に
調
査
で
き
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。

（
１
、
５
に
つ
い
て
）

御
指
摘
の
点
に
留
意
し
、
今
後
調
査
の
見
直
し
を

進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（
２
、
３
に
つ
い
て
）

今
回
の
職
種
区
分
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
全
て

の
労
働
者
を
網
羅
し
日
本
標
準
職
業
分
類
と
整
合

的
で
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
こ

と
、
職
種
区
分
を
詳
細
に
し
す
ぎ
る
と
対
象
労
働
者

が
少
な
く
な
り
安
定
し
た
結
果
が
得
ら
れ
な
い
可
能

性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
職
種
に
つ
い
て
の

見
直
し
は
困
難
で
あ
る
。

（
４
に
つ
い
て
）

役
職
別
の
男
女
別
賃
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

同
様
調
査
し
、
集
計
・
公
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
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番
号

御
意
見
の

種
類

御
意
見
等
の
内
容
・
理
由
（
要
約
）

意
見
に
対
す
る
検
討
結
果

1
0
調
査
項
目

時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
専
門
職
種
が
増
え
て
い
る
こ
と
等
を
捉
え
て
、
新
し
い
職
種
を
そ
の
度
に
、
追
加
す
る
こ
と
は
評
価
で
き
る
。

た
だ
、
性
別
や
年
齢
と
い
っ
た
項
目
の
他
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
通
用
す
る
項
目
（
例
え
ば
、
同
じ
専
門
職
で
も
「
１
初
級
レ
ベ
ル
（
見
習
）
２
中
級
レ
ベ
ル
（
中
堅
）
３

上
級
レ
ベ
ル
（
ベ
テ
ラ
ン
）
」
と
い
っ
た
区
分
等
）
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

（
理
由
）

こ
の
調
査
は
、
日
本
の
賃
金
構
造
を
社
会
的
な
現
象
と
し
て
調
査
し
、
そ
れ
を
歴
史
に
残
す
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
日
本
の
将
来
に
向
か
っ
て
、
い
か
に
働
き
方

改
革
を
行
う
か
と
い
っ
た
と
き
の
参
考
資
料
と
し
て
の
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
。

将
来
に
向
か
っ
て
働
き
方
改
革
を
行
う
際
に
、
性
別
や
年
齢
と
い
っ
た
過
去
の
項
目
は
む
し
ろ
改
革
の
さ
ま
た
げ
と
な
る
。
勤
続
年
数
や
年
齢
は
必
ず
し
も
職
種

の
市
場
価
値
や
貢
献
度
と
は
連
動
し
な
い
た
め
、
能
力
レ
ベ
ル
に
よ
る
区
分
を
設
定
し
、
調
査
の
際
に
社
員
の
働
き
ぶ
り
を
良
く
知
る
事
業
者
に
記
入
さ
せ
る
こ

と
で
、
性
別
や
年
齢
よ
り
も
、
市
場
価
値
や
貢
献
度
の
方
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
、
習
慣
化
す
る
手
助
け
と
な
る
と
考
え
る
。

能
力
の
レ
ベ
ル
に
よ
る
分
類
は
、
現
状
で
は
他
に

そ
う
し
た
標
準
的
な
分
類
が
な
い
こ
と
か
ら
明
確
な

基
準
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
回
答
者
の
主

観
に
左
右
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
対
応

は
困
難
と
考
え
る
。

1
1
個
別
職
種
の

詳
細

職
種
番
号
2
5
3
「
そ
の
他
の
販
売
店
員
」
の
「
含
ま
れ
る
職
種
の
例
」
に
「
医
薬
品
販
売
員
（
登
録
販
売
者
）
」
を
追
記
い
た
だ
き
た
い
。

（
理
由
）

職
種
番
号
2
5
3
「
そ
の
他
の
販
売
店
員
」
に
つ
い
て
、
対
応
す
る
日
本
標
準
職
種
分
類
3
2
3
で
は
、
「
医
薬
品
販
売
員
」
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
。

一
方
、
職
種
番
号
2
5
4
「
そ
の
他
の
商
品
販
売
従
事
者
」
の
「
含
ま
れ
る
職
種
の
例
」
に
は
「
医
薬
品
配
置
販
売
人
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
「
医
薬
品
販
売

員
」
が
登
録
販
売
者
を
指
す
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
。

御
指
摘
の
と
お
り
医
薬
品
販
売
員
は
類
似
職
業
が

あ
り
紛
ら
わ
し
い
た
め
、
職
業
区
分
案
及
び
調
査

時
に
事
業
主
に
配
布
す
る
職
業
解
説
に
「
医
薬
品

販
売
員
（
登
録
販
売
者
）
」
が
職
種
番
号
2
5
3
に
含

ま
れ
る
旨
を
明
記
す
る
。

1
2
個
別
職
種
の

詳
細

職
種
番
号
1
7
4
「
他
に
分
類
さ
れ
な
い
保
健
医
療
従
事
者
」
の
「
含
ま
れ
る
職
種
の
例
」
の
う
ち
、
「
整
骨
師
」
を
「
柔
道
整
復
師
」
に
修
正
い
た
だ
き
た
い
。

（
理
由
）

職
種
の
名
称
と
し
て
、
「
整
骨
師
」
で
は
な
く
、
国
家
資
格
で
あ
る
「
柔
道
整
復
師
」
が
適
切
で
あ
る
た
め
。

国
家
資
格
名
に
合
わ
せ
、
「
整
骨
師
」
を
削
除
し

「
柔
道
整
復
師
」
と
す
る
。

な
お
、
職
種
番
号
1
7
4
に
は
国
家
資
格
の
な
い
整

体
師
等
も
含
ま
れ
る
た
め
、
分
か
り
や
す
い
よ
う
例

示
と
し
て
「
柔
道
整
復
師
」
の
他
「
整
体
師
」
も
追
加

す
る
。

※
職
種
番
号
は
、
い
ず
れ
も
第
１
回
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
の
改
善
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
提
示
し
た
新
職
種
区
分
案
に
対
応
す
る
。
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企業ヒアリングの概要 

 

【第１回企業ヒアリング】 

１ ヒアリング期間 

  平成 29 年 11～12 月 

２ ヒアリング対象 

  薬学部卒業生を採用する企業（製薬会社、ドラッグストア等） 計４社 

３ 主なヒアリング事項 

Ⅰ ６年制大学卒業者の格付けについて 

   ○大学の薬学部卒業者の初任給の格付け 

   ○薬学部に６年制が導入される前（４年制のみであったとき）に採用された者の状況 

Ⅱ 専門学校の卒業者の格付け 

 ○専門学校卒業者の就学期間の把握状況 

   ○専門学校卒業者の初任給の格付け 

Ⅲ パートタイム労働者の労務管理について 

○パートタイム労働者の賃金管理の方法、最終学歴の管理（記録）状況 

Ⅳ 職種・職歴の管理 

   ○前職及び採用後に従事した仕事の内容や経験年数の管理（記録）状況 

  

【第２回企業ヒアリング】 

１ 期間 

  平成 30 年 10 月～平成 31年１月 

２ ヒアリング対象 

  建設業、製造業、運輸業，小売業、飲食サービス業，医療，福祉、労働者派遣業等の企業 

計 35社 

３ 主なヒアリング事項 

  Ⅰ 労働者の職種の区分について 

   ○事業所における職種区分及び職種区分による処遇の違い 

○新職種区分案に対する意見（労働者毎の職種を区分できるか、実際の業務の内容に照ら

してなじむ区分となっているか 等） 

 Ⅱ パートタイム労働者の労務管理について 

  ○パートタイム労働者の賃金管理の方法、最終学歴の管理（記録）状況 

  Ⅲ 職種・職歴の管理について 

  ○前職及び採用後に従事した仕事の内容や経験年数の管理（記録）状況 

 Ⅳ 外国人労働者の労務管理について 

  ○外国人労働者を雇用している場合、その雇用形態、在留資格 

  ○外国人労働者について、在留資格や国籍の管理状況 

 Ⅴ その他 

○オンライン調査や本社一括調査の利用希望、望ましい調査のあり方について 
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別添１ 

賃金構造基本統計調査の新職種区分案 

  職種一覧   

対象：すべての労働者について記入   

※複数の職種に該当する場合は、主な職種（就業時間の最も長い職種）を 1 つ記入してください。 

※それぞれの職業の一般従事者と同じ仕事に従事する傍ら、管理的な性質の仕事にも従事している職場のリ

ーダー、責任者等は、一般従事者の仕事に応じて決定します。ただし、Ａ管理的職業従事者、Ｂ専門的・技

術的職業従事者に該当する者は、それぞれの大分類における職種とします。 

※公的資格又はこれに準じた資格を要件とする仕事については、有資格者のみが該当します。これらの資格を

要件としない仕事であって無資格の見習い、助手等が行う仕事については、その内容が本務者のものと類

似している場合には本務者と同じ職種とします。 

※[101 研究者][102～113 技術者]は、仕事を遂行するために通例、大学（短期大学を除く）の課程を修了した

か又はこれと同程度以上の専門的知識を必要とするものです。 

 

 

Ａ管理的職業従事者 

職種番号 職 種 名 代 表 例 

051 管理的職業従事者 ○部長、課長、支店長、工場長、駅長・区長 
×病院長（医師）(114)、大学学長(137)、 

課長補佐や係長(201)～(208)など 

 
 
Ｂ専門的・技術的職業従事者 

職種番号 職 種 名 代 表 例 

101 研究者 ○研究機関・大学・企業の研究者、研究所長 
102 電気・電子・電気通信技術者（通信ネットワーク技術者を除く） ○電気設計技術員、情報機器開発技術者、 

半導体製品製造技術者、電気工事技術者 

×電気工事従事者(805) 
103 

 
機械技術者 

 

○機械設計技術者、プラント設計技術者、機械技術士、 

 電気機械技術者、配管技術者（機械） 

104 
 

輸送用機器技術者 ○自動車設計技術者、自動車製造技術者、 
 航空機技術者   ×航空機整備士(627) 

105 金属技術者 ○製鉄技術者、製鋼技術者、精錬技術者、金属技術士 
106 化学技術者 ○工業化学技術者、油脂化学技術者、化学技術士 
107 建築技術者 ○建築士、建築施工管理技術者、建設設計技術者、 

建築現場監督 
×建設従事者(801)～(804)、(807) 

108 土木技術者 ○土木施工管理技術者、土木現場監督、建設技術士、上下

水道技術士、道路技術者、河川土木技術者 
×土木従事者(806) 

109 測量技術者 ○測量士、測量士補、道路測量士 
110 システムコンサルタント・設計者 ○システムコンサルタント、システムアナリスト 
111 ソフトウェア作成者 ○社内システムエンジニア、プログラマー 
112 その他の情報処理・通信技術者 ○サーバー管理者、セキュリティ技術者、 

 電気通信主任技術者 
113 他に分類されない技術者 ○作業環境測定士、農業技術者、食品化学技術者 
114 医師 ○医師、病院長（医師）、診療所長（医師） 
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職種番号 職 種 名 代 表 例 

115 歯科医師 ○歯科医師、歯科医院長（歯科医師） 
116 獣医師 ○獣医師、動物病院長（獣医師） 
117 薬剤師 ○薬剤師 ×薬学研究員(101) 
118 保健師 ○保健師 
119 助産師 ○助産師 
120 看護師 ○看護師、看護師長、訪問看護師 

×看護助手(403) 
121 准看護師 ○准看護師 ×看護助手(403) 
122 診療放射線技師 ○診療放射線技師、診療エックス線技師 
123 臨床検査技師 ○臨床検査技師、衛生検査技師 
124 理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，視能訓練士 ○理学療法士、作業療法士、言語聴覚士，視能訓練士 
125 歯科衛生士 ○歯科衛生士 
126 歯科技工士 ○歯科技工士 
127 栄養士 ○栄養士、管理栄養士、栄養指導員 

×栄養教諭(134)～(136) 
128 その他の保健医療従事者 ○臨床工学技士、マッサージ師、はりきゅう師、 

柔道整復師 
129 保育士 ○保育士 ×幼稚園教諭(134)、保育補助者(414) 
130 介護支援専門員（ケアマネージャー） ○ケアマネージャー 
131 その他の社会福祉専門職業従事者 ○福祉相談指導専門員、福祉施設指導専門員、 

 生活指導員、職業指導員、サービス管理責任者、 
 相談支援専門員（障害者施設）、ソーシャルワーカー 
×介護職員（医療・福祉施設等）(401) 

132 法務従事者 ○弁護士、司法書士、弁理士 
133 公認会計士，税理士 ○公認会計士、会計士補、税理士 
134 その他の経営・金融・保険専門職業従事者 ○社会保険労務士、証券アナリスト、アクチュアリー、経

営コンサルタント 
135 幼稚園教員，保育教諭 ○幼稚園の園長・教頭・教諭・講師、保育教諭  

×保育士(129) 
136 小・中学校教員 ○小学校・中学校の校長・教頭・教諭・講師 
137 高等学校教員 ○高等学校・中等教育学校の校長・教頭・教諭・講師 
138 大学教授（高専含む） ○大学・大学院・短期大学・高専の教授 

 医師（大学教授）、歯科医師（大学教授） 
139 大学准教授（高専含む） ○大学・大学院・短期大学・高専の准教授 
140 大学講師，助教（高専含む） ○大学・大学院・短期大学・高専の講師、助教 
141 その他の教員 ○各種学校教員、専修学校教員、特別支援学校教諭、予備

校・自動車学校教員 
142 宗教家 ○神父、神主、僧侶、住職 
143 著述家，記者，編集者 ○新聞記者、編集員 
144 美術家，写真家，映像撮影者 ○イラストレーター、写真記者 

×写真現像工(629) 
145 デザイナー ○産業デザイナー（商品デザインなど）、 

インテリアコーディネーター 
146 音楽家，舞台芸術家 ○ピアニスト、役者、ダンサー、ディレクター 
147 個人教師 ○ピアノ個人教師、塾講師（各種学校でないもの） 
148 他に分類されない専門的職業従事者 ○行政書士、不動産鑑定士、検数員、司書、通訳 
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Ｃ事務従事者 

職種番号 職 種 名 代 表 例 

201 一般事務従事者 ○庶務・人事係事務員、企画・商品開発係事務員、秘書、 
受付・案内係事務員、広報係事務員、 

 クラーク、医療事務員、企業情報管理士、仕事の内容が

限定されず各種の事務の仕事に従事するもの 
202 電話応接事務員 ○コールセンターオペレーター、電話交換手、 

テレフォンアポインター、通信受付事務（電話） 
203 会計事務従事者 ○経理係事務員、税理士事務所の事務員、 

預貯金窓口事務員、物品調達係事務員 
×公認会計士(133)、税理士(133) 

204 生産関連事務従事者 ○生産管理事務員、出荷事務員 
205 営業・販売事務従事者 ○販売伝票記録員、営業事務員 

×営業職（訪問を行うもの）(304)～(308) 
206 外勤事務従事者 ○メーター検針員、公共料金集金人、市場調査員 
207 運輸・郵便事務従事者 ○運行管理者、配車係、郵便窓口係員 
208 事務用機器操作員 ○キーパンチャー、データ・エントリー装置操作員、 

 電子計算機操作員、ＯＣＲ機器操作員 
 
 
Ｄ販売従事者 

職種番号 職 種 名 代 表 例 

301 販売店員 ○百貨店店員、総合スーパー店員、ショップ店員、 
コンビニ店員、主に商品の仕入・販売に従事してい

る小売・卸売店主 
302 その他の商品販売従事者 ○街頭販売員、訪問販売員（商品携行） 
303 販売類似職業従事者 ○不動産仲介人、株式売買人、保険代理業務員、 

 宝くじ販売人、自動車販売代理店主 
304 自動車営業職業従事者 ○自動車セールス員 ×二輪車セールス員(305) 
305 機械器具・通信・システム営業職業従事者（自動車を除く） ○二輪車セールス員、セールスエンジニア、 

システム営業職員 ×自動車セールス員(304) 
306 金融営業職業従事者 ○銀行外務員、有価証券勧誘員 
307 保険営業職業従事者 ○保険セールス員、保険契約外交員 
308 その他の営業職業従事者 ○食料品ルートセールス員、不動産セールス員、 

医薬品販売外交員、広告取り 
 
 
Ｅサービス職業従事者 

職種番号 職 種 名 代 表 例 

401 介護職員（医療・福祉施設等） ○介護職員（医療、福祉施設）、介護福祉士、ケアワーカ

ー、生活支援員（障害者施設） 
402 訪問介護従事者 ○ホームヘルパー 
403 看護助手 ○看護助手、看護補助者 

404 その他の保健医療サービス職業従事者 ○歯科助手、動物看護師、鍼灸師助手 
405 理容・美容師  ○理容師、美容師  ×トリマー(414) 
406 クリーニング職，洗張職 ○クリーニング職、染み抜き工 
407 美容サービス（美容師を除く）・浴場従事者 ○エステティシャン、ネイリスト、温泉浴場従事者 
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職種番号 職 種 名 代 表 例 

408 飲食物調理従事者 ○飲食店の料理人、給食調理人、バーテンダー、 
 板前、飲食店主（自ら飲食物の調理を行う） 

409 飲食物給仕従事者 ○飲食店ホール係、ウエイター・ウエイトレス、 
ファーストフード店店員、 

 飲食店主（自ら飲食物の調理を行わない） 
410 航空機客室乗務員 ○キャビンアテンダント、フライトアテンダント 
411 身の回り世話従事者 ○旅館・ホテルの接客係、客室係、仲居 
412 娯楽場等接客員 ○動物園出札係、パチンコ店店員、キャディー、 

映画館案内係、娯楽場アナウンサー、接客社交係 
413 居住施設・ビル等管理人 ○マンション・ビル・駐車場などの管理人、 

 駐車場誘導員 
414 その他のサービス職業従事者 ○レンタルショップ店員、葬儀作業者、トリマー、 

 旅行添乗員、ビラ配り人、ポスティング人、 
 保育補助者、便利屋、巫女 

 
 
Ｆ保安職業従事者 

職種番号 職 種 名 代 表 例 

501 警備員 ○守衛、警備員、夜警員 
502 その他の保安職業従事者 ○交通誘導員、建設現場誘導員、プール監視員 

 
 
Ｇ農林漁業従事者 

職種番号 職 種 名 代 表 例 

551 農林漁業従事者 ○間伐作業者、植林作業員、漁師、造園師 

 

 

※Ｈ生産工程従事者のうち製品製造・加工処理従事者（601～617）及び機械組立従事者（618～621）には、装置、

プラント、産業用ロボット等の自動化された生産設備を操作して、生産設備の稼働状況のモニタリング、運転状況

の調整等の制御・監視の仕事に従事するものも含まれます。 

 

Ｈ生産工程従事者 

職種番号 職 種 名 代 表 例 

601 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 ○製銑工、精錬工、製鋼工 

602 鋳物製造・鍛造従事者 ○鋳物工、鍛造工、鋳造工、鋳型工 
603 金属工作機械作業従事者 ○旋盤工、フライス盤工 ※608 を除く 
604 金属プレス従事者 ○金属プレス工 ※606 を除く 
605 鉄工，製缶従事者 ○鉄骨工、橋りょう工、製缶工 
606 板金従事者 ○板金工、板金加工職 
607 金属彫刻・表面処理従事者 ○めっき工、研磨工、バフ磨工 
608 金属溶接・溶断従事者 ○アーク溶接工、ガス溶接工 ※605 を除く 
609 その他の製品製造・加工処理従事者（金属製品）  ○針・ばね・金属ねじ製造工、はんだ付工 
610 化学製品製造従事者 ○化学薬品製造工、化学繊維製造工、石油精製工、紡糸工 

×プラスチック製品製造工(616) 

611 窯業・土石製品製造従事者 ○ガラス製品製造工、陶器製造工、石工、 
石切工、石積工、コンクリートブロック製造工 

612 食料品・飲料・たばこ製造従事者 ○食料品・飲料・酒類製造工、水産物処理加工者 
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職種番号 職 種 名 代 表 例 

×飲食店の調理師や料理人(408) 
613 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 ○紡績工、ねん糸工、ミシン工、精紡工、仕立工 

×化学繊維製造工(610) 
614 木・紙製品製造従事者 ○チップ選別工、家具製造工、木型工、建具工、製紙工 
615 印刷・製本従事者 ○オフセット印刷工、製本工、製版工、印刷写真工 

616 ゴム・プラスチック製品製造従事者 ○タイヤ製造・修理工、合成樹脂製品生計工 
×タイヤ整備士(623) 

617 その他の製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） ○がん具組立・加工作業員、靴製造工、靴修理工 
 内張工、かばん製造工、バッグ製造工 

618 はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 ○エンジン組立工、機械調整工、機械据付工 
619 電気機械器具組立従事者 ○発電機組立工、電子回路基板製造工、通信機組立工 
620 自動車組立従事者 ○車体組立工、部品組立工、エンジン取付工 
621 その他の機械組立従事者 ○電車組立工、時計組立・調整工、レンズ工、 

 計量計測機器・光学機器組立工 
622 はん用・生産用・業務用機械器具、電気機械器具整備・修理従事者  ○電気機械修理工、機械保全工、機械分解工、 

 内燃機関修理工 
623 自動車整備・修理従事者 ○自動車整備工、自動車修理工 

×自動車塗装工(628)、タイヤ修理工(616) 
624 その他の機械整備・修理従事者 ○電車修理工、自転車修理工、時計修理工 
625 製品検査従事者（金属製品） ○鋳物製品検査工、金属製品検査工、プレス検査工 
626 製品検査従事者（金属製品を除く） ○化学製品検査工、繊維製品検査工、検瓶工、仕上検査工 
627 機械検査従事者 ○工作機械検査工、ポンプ検査工、電気製品検査工、電

気部品検査工、自動車検査工、時計検査工、 
輸送機械検査工、レンズ検査工 

628 画工，塗装・看板制作従事者 ○アニメーター、塗装工、看板製作工、 
自動車塗装工、船体塗装工 

629 製図その他生産関連・類似作業従事者 ○写真現像工、製図工、ＣＡＤオペレーター、舞台照明係 
 
 
Ｉ輸送・機械運転従事者 

職種番号 職 種 名 代 表 例 

701 鉄道運転従事者 ○電車運転士、モノレール運転士 

702 バス運転者 ○営業用・自家用・送迎・スクール・貸切・乗合・ 
マイクロバス運転者 

703 タクシー運転者 ○タクシー運転者 ×代行運転者(704) 
704 乗用自動車運転者（タクシー運転者を除く） ○送迎運転者、役員運転者、代行運転者 
705 営業用大型貨物自動車運転者 ○営業用大型トラック運転者、ミキサー車運転者、  

バキュームカー運転者、トレーラー運転者、 
タンクローリー運転者 

706 営業用貨物自動車運転者（大型車を除く） ○営業用普通トラック運転者、塵芥収集車、郵便運送自動車 
707 自家用貨物自動車運転者 ○自家用トラック運転者 
708 その他の自動車運転従事者 ○宣伝カー運転者、レッカー車運転者、清掃車運転者 
709 航空機操縦士 ○パイロット、航空機関士 
710 車掌 ○列車車掌、バス車掌 
711 他に分類されない輸送従事者 ○駅構内係、フォークリフト運転者 
712 発電員，変電員 ○発電員、変電員、送電員、発電保守員、変電保守員 

×電気工事作業者(805) 
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職種番号 職 種 名 代 表 例 

713 クレーン・ウインチ運転従事者 ○クレーン運転操作工、コンベアー運転工 
714 建設・さく井機械運転従事者 ○ドラグショベル運転工、トラッククレーン運転工、コ

ンクリート舗装機械運転工 
715 その他の定置・建設機械運転従事者 ○エレベーター機械係、クレーン合図員、玉掛工、 

 リフト運転員、ごみ処理プラント操作員 
 
 
Ｊ建設・採掘従事者 

職種番号 職 種 名 代 表 例 

801 建設駆体工事従事者 ○型枠大工、木製型枠工、型枠解体工、とび職、杭打工、

取り壊し作業員、鉄筋切断工、鉄筋組立工 
×コンクリート鉄筋工（製品製造）(609) 

802 大工 ○大工、宮大工   ×船大工や家具大工(614) 
803 配管従事者 ○配管工、給排水衛生配管工、冷暖房工 
804 その他の建設従事者 ○左官、壁塗り工、モルタル塗り工、屋根ふき工、 

はつり工、防水工、保温工、保冷工、内装仕上工 
805 電気工事従事者 ○電気工事作業者、通信線配線工、電気工事士、 

電気保安工、電気設備工 
×電気工事技術者(102)、発電員や変電員(712) 

806 土木従事者，鉄道線路工事従事者 ○土木作業員、コンクリート打工、 
アスファルト舗装作業員、線路工事作業者 

×土木技術者(108) 
807 ダム・トンネル掘削従事者，採掘従事者 ○ダム・トンネル掘削工、採石工、発破員、砂利採取員 

 
 
Ｋ運搬・清掃・包装等従事者 

職種番号 職 種 名 代 表 例 

901 船内・沿岸荷役従事者 ○船内荷役作業者、港湾荷役作業者、上屋、フォアマン 

902 その他の運搬従事者 ○引越作業員、倉庫作業員、リサイクル品回収人（回収

のみ）、牛乳・新聞配達人、宅配配達人、 
 郵便配達員、荷造工、自動販売機商品補充員 

903 ビル・建物清掃員 ○ビル清掃員、建物ガラス拭き作業員、床磨き作業員  

904 清掃員（ビル・建物を除く），廃棄物処理従

事者 
○公園清掃員、消毒作業員、ごみ収集作業員、列車清掃員 

905 包装従事者  

   

○ラッピング作業者、ラベル貼り作業者、箱詰作業者（包装） 
×箱詰作業員（荷造）(902) 

906 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事

者 

○公園草取作業員、学校用務員、貨物自動車助手、 
 食器洗い人（調理見習いでないもの） 
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就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

A
 管

理
的

職
業

従
事

者
Ａ

管
理

的
職

業
従

事
者

1
,4

4
7
,1

9
0

1
7
2
,9

8
0

0
1
 管

理
的

公
務

員
0
1
 管

理
的

公
務

員
5
7
,4

8
0

9
,8

1
0

0
1
1
 議

会
議

員
0
1
2
 管

理
的

国
家

公
務

員

0
1
3
 管

理
的

地
方

公
務

員

0
2
 法

人
・
団

体
役

員
0
2
　

法
人

・
団

体
役

員
1
,1

5
1
,7

2
0

0
0
2
1
 会

社
役

員
0
2
1
 会

社
役

員
1
,0

9
4
,7

6
0

0

0
2
a 

そ
の

他
の

法
人

・
団

体
役

員
0
2
2
 独

立
行

政
法

人
等

役
員

0
2
9
 そ

の
他

の
法

人
・
団

体
役

員
5
6
,9

6
0

0

0
3
 そ

の
他

の
管

理
的

職
業

従
事

者
2
3
7
,9

9
0

1
6
3
,1

7
0

0
3
a 

法
人

・
団

体
管

理
的

職
業

従
事

者
0
3
1
 会

社
管

理
職

員
0
3
2
 独

立
行

政
法

人
等

職
員

0
3
9
 そ

の
他

の
法

人
・
団

体
管

理
職

員
1
6
2
,2

0
0

1
6
1
,6

5
0

0
4
9
 他

に
分

類
さ

れ
な

い
管

理
的

職
業

従
事

者
0
4
9
 そ

の
他

の
管

理
的

職
業

従
事

者
7
5
,7

9
0

1
,5

3
0

別
添

２

日
本

標
準

職
業

分
類

、
国

勢
調

査
の

職
業

分
類

と
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
の

新
職

種
区

分
案

の
対

応
表

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

0
3
　

法
人

･団
体

管
理

職
員

0
4
　

そ
の

他
の

管
理

的
職

業
従

事
者

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

Ａ
管

理
的

職
業

従
事

者

対
象

外
　

対
象

外

0
5
1
 管

理
的

職
業

従
事

者

0
1
a 

管
理

的
公

務
員

5
7
,4

8
0

9
,8

1
0
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就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

B
 専

門
的

・
技

術
的

職
業

従
事

者
B

 専
門

的
・
技

術
的

職
業

従
事

者
9
,3

3
7
,2

0
0

7
,8

7
5
,0

8
0

B
 専

門
的

・
技

術
的

職
業

従
事

者

0
5
 研

究
者

0
5
 研

究
者

1
1
4
,9

4
0

1
1
1
,6

7
0

0
5
1
 自

然
科

学
系

研
究

者
0
5
1
 自

然
科

学
系

研
究

者
1
0
8
,8

7
0

1
0
6
,1

3
0

0
5
2
 人

文
・
社

会
科

学
系

等
研

究
者

0
5
2
 人

文
・
社

会
科

学
系

等
研

究
者

6
,0

8
0

5
,5

5
0

0
6
 技

術
者

2
,3

7
9
,0

6
0

2
,1

1
2
,1

2
0

0
6
1
 農

林
水

産
技

術
者

0
7
1
 食

品
技

術
者

（
開

発
）

0
8
1
 食

品
技

術
者

（
開

発
を

除
く
）

0
7
a 

電
気

・
電

子
・
電

気
通

信
技

術
者

（
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
技

術
者

を
除

く
）

0
7
2
 電

気
・
電

子
･電

気
通

信
技

術
者

（
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
技

術
者

を
除

く
）
（
開

発
）

0
8
2
 電

気
・
電

子
･電

気
通

信
技

術
者

（
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
技

術
者

を
除

く
）
（
開

発
を

除
く
）

2
9
5
,2

6
0

2
7
5
,0

3
0

0
7
c
 機

械
技

術
者

0
7
3
 機

械
技

術
者

（
開

発
）

0
8
3
 機

械
技

術
者

（
開

発
を

除
く
）

2
4
5
,8

9
0

2
2
4
,9

3
0

0
7
d 

輸
送

用
機

器
技

術
者

0
7
4
 自

動
車

技
術

者
（
開

発
）

0
7
5
 輸

送
用

機
器

技
術

者
（
自

動
車

を
除

く
）
（
開

発
）

0
8
4
 自

動
車

技
術

者
（
開

発
を

除
く
）

0
8
5
 輸

送
用

機
器

技
術

者
（
自

動
車

を
除

く
）
（
開

発
を

除
く
）

1
2
9
,0

7
0

1
2
7
,4

1
0

0
7
e
 金

属
技

術
者

0
7
6
 金

属
技

術
者

（
開

発
）

0
8
6
 金

属
技

術
者

（
開

発
を

除
く
）

2
4
,7

9
0

2
3
,8

7
0

0
7
f 
化

学
技

術
者

0
7
7
 化

学
技

術
者

（
開

発
）

0
8
7
 化

学
技

術
者

（
開

発
を

除
く
）

8
4
,4

7
0

8
2
,6

9
0

0
9
1
 建

築
技

術
者

0
9
1
 建

築
技

術
者

2
3
5
,1

9
0

1
4
7
,1

3
0

0
9
2
 土

木
技

術
者

0
9
3
 測

量
技

術
者

1
0
a 

シ
ス

テ
ム

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
・
設

計
者

1
0
1
 シ

ス
テ

ム
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

1
0
2
 シ

ス
テ

ム
設

計
者

1
0
3
 情

報
処

理
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
マ

ネ
ー

ジ
ャ

5
6
4
,6

1
0

5
2
8
,0

3
0

1
0
4
 ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
作

成
者

1
0
4
 ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
作

成
者

2
6
0
,2

3
0

2
3
7
,6

6
0

1
0
c
 そ

の
他

の
情

報
処

理
・
通

信
技

術
者

1
0
5
 シ

ス
テ

ム
運

用
管

理
者

1
0
6
 通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
技

術
者

1
0
9
 そ

の
他

の
情

報
処

理
・
通

信
技

術
者

1
7
6
,1

2
0

1
6
6
,1

6
0

0
7
9
 そ

の
他

の
製

造
技

術
者

（
開

発
）

0
8
9
 そ

の
他

の
製

造
技

術
者

（
開

発
を

除
く
）

1
1
9
 そ

の
他

の
技

術
者

0
6
a 

農
林

水
産

・
食

品
技

術
者

4
9
,8

6
0

4
2
,9

8
0

0
6
　

農
林

水
産

技
術

者
0
7
　

製
造

技
術

者
（
開

発
）

0
8
　

製
造

技
術

者
（
開

発
を

除
く
）

0
9
　

建
築

・
土

木
・
測

量
技

術
者

1
0
　

情
報

処
理

・
通

信
技

術
者

1
0
1
 研

究
者

0
9
a 

土
木

・
測

量
技

術
者

2
4
0
,0

1
0

1
8
9
,7

0
0

1
1
a 

そ
の

他
の

技
術

者
7
3
,5

7
0

6
6
,5

3
0

1
0
2
 電

気
・
電

子
・
電

気
通

信
技

術
者

（
通

信
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
技

術
者

を
除

く
）

1
0
3
 機

械
技

術
者

1
0
4
 輸

送
用

機
器

技
術

者

1
0
5
 金

属
技

術
者

1
0
6
 化

学
技

術
者

1
0
7
 建

築
技

術
者

1
0
8
 土

木
技

術
者

1
0
9
 測

量
技

術
者

1
1
0
 シ

ス
テ

ム
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

・
設

計
者

1
1
1
 ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
作

成
者

1
1
2
 そ

の
他

の
情

報
処

理
・
通

信
技

術
者

1
1
3
 他

に
分

類
さ

れ
な

い
技

術
者
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就
業
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数

役
員

を
除

く
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用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

1
2
 保

健
医

療
従

事
者

2
,8

0
5
,3

6
0

2
,4

3
9
,7

0
0

1
2
1
 医

師
1
2
1
 医

師
2
7
5
,2

5
0

1
9
1
,9

4
0

1
1
4
 医

師

1
2
2
 歯

科
医

師
1
2
2
 歯

科
医

師
9
5
,3

2
0

2
9
,2

5
0

1
1
5
 歯

科
医

師

1
2
3
 獣

医
師

1
2
3
 獣

医
師

2
3
,0

0
0

1
1
,4

2
0

1
1
6
 獣

医
師

1
2
4
 薬

剤
師

1
2
4
 薬

剤
師

2
1
8
,7

4
0

1
9
0
,8

6
0

1
1
7
 薬

剤
師

1
3
1
 保

健
師

1
3
1
 保

健
師

3
9
,5

3
0

2
3
,0

3
0

1
1
8
 保

健
師

1
3
2
 助

産
師

1
3
2
 助

産
師

2
5
,6

5
0

2
4
,0

6
0

1
1
9
 助

産
師

1
2
0
 看

護
師

1
2
1
 准

看
護

師

1
4
1
 診

療
放

射
線

技
師

1
4
1
 診

療
放

射
線

技
師

5
0
,4

8
0

5
0
,1

1
0

1
2
2
 診

療
放

射
線

技
師

1
4
3
 臨

床
検

査
技

師
1
4
3
 臨

床
検

査
技

師
7
6
,4

8
0

7
5
,9

2
0

1
2
3
 臨

床
検

査
技

師

1
4
4
 理

学
療

法
士

，
作

業
療

法
士

1
4
4
 理

学
療

法
士

，
作

業
療

法
士

1
4
3
,4

9
0

1
4
2
,0

6
0

1
4
5
 視

能
訓

練
士

，
言

語
聴

覚
士

1
4
5
 視

能
訓

練
士

，
言

語
聴

覚
士

1
9
,2

1
0

1
8
,8

6
0

1
4
6
 歯

科
衛

生
士

1
4
6
 歯

科
衛

生
士

1
0
6
,8

9
0

1
0
1
,6

9
0

1
4
7
 歯

科
技

工
士

1
4
7
 歯

科
技

工
士

4
2
,7

9
0

2
2
,0

5
0

1
5
1
 栄

養
士

1
5
1
 栄

養
士

1
1
4
,3

7
0

1
0
9
,1

3
0

1
5
2
 あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

，
は

り
師

，
き

ゅ
う

師
，

柔
道

整
復

師
1
5
2
 あ

ん
摩

マ
ッ

サ
ー

ジ
指

圧
師

，
は

り
師

，
き

ゅ
う

師
，

柔
道

整
復

師
1
1
9
,9

2
0

4
8
,7

5
0

1
5
9
 他

に
分

類
さ

れ
な

い
保

健
医

療
従

事
者

1
4
2
 臨

床
工

学
技

士

1
6
 社

会
福

祉
専

門
職

業
従

事
者

1
6
 社

会
福

祉
専

門
職

業
従

事
者

1
,0

1
3
,2

1
0

9
5
9
,3

1
0

1
6
3
 保

育
士

1
6
3
 保

育
士

5
4
2
,6

0
0

5
3
6
,7

6
0

1
2
9
 保

育
士

1
6
1
 福

祉
相

談
指

導
専

門
員

1
6
2
 福

祉
施

設
指

導
専

門
員

1
7
 法

務
従

事
者

1
7
 法

務
従

事
者

7
9
,4

6
0

1
2
,8

8
0

1
7
1
 裁

判
官

1
7
2
 検

察
官

1
7
3
 弁

護
士

1
7
c
 弁

理
士

，
司

法
書

士
1
7
4
 弁

理
士

1
7
5
 司

法
書

士
2
5
,2

6
0

6
,4

8
0

1
7
9
 そ

の
他

の
法

務
従

事
者

1
7
9
 そ

の
他

の
法

務
従

事
者

2
4
,6

8
0

2
,1

9
0

1
2
 医

師
，

歯
科

医
師

，
獣

医
師

，
薬

剤
師

1
3
 保

健
師

，
助

産
師

，
看

護
師

1
4
 医

療
技

術
者

1
5
 そ

の
他

の
保

健
医

療
従

事
者

1
3
3
 看

護
師

（
准

看
護

師
を

含
む

）
1
3
3
 看

護
師

（
准

看
護

師
を

含
む

）
1
,3

0
0
,0

6
0

1
,2

8
3
,3

8
0

1
5
a 

そ
の

他
の

保
健

医
療

従
事

者
1
5
4
,1

7
0

1
1
7
,1

6
0

1
6
a 

そ
の

他
の

社
会

福
祉

専
門

職
業

従
事

者
4
7
0
,6

1
0

4
2
2
,5

5
0

1
6
9
 そ

の
他

の
社

会
福

祉
専

門
職

業
従

事
者

1
7
a 

裁
判

官
，

検
察

官
，

弁
護

士
2
9
,5

2
0

4
,2

1
0

1
3
0
 介

護
支

援
専

門
員

（
ｹ

ｱ
ﾏ

ﾈ
ｰ

ｼ
ﾞｬ

ｰ
）

1
3
1
 そ

の
他

の
社

会
福

祉
専

門
職

業
従

事
者

対
象

外

1
3
2
 法

務
従

事
者

1
2
4
 理

学
療

法
士

・
作

業
療

法
士

・
言

語
聴

覚
士

・
視

能
訓

練
士 1
2
5
 歯

科
衛

生
士

1
2
6
 歯

科
技

工
士

1
2
7
 栄

養
士

1
2
8
 そ

の
他

の
保

健
医

療
従

事
者
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就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

1
8
 経

営
・
金

融
・
保

険
専

門
職

業
従

事
者

1
8
 経

営
・
金

融
・
保

険
専

門
職

業
従

事
者

1
6
0
,6

7
0

6
4
,1

3
0

1
8
1
 公

認
会

計
士

1
8
1
 公

認
会

計
士

1
7
,7

7
0

1
0
,7

2
0

1
8
2
 税

理
士

1
8
2
 税

理
士

5
9
,7

7
0

1
0
,9

7
0

1
8
3
 社

会
保

険
労

務
士

1
8
3
 社

会
保

険
労

務
士

1
9
,3

1
0

3
,2

9
0

1
8
a 

そ
の

他
の

経
営

・
金

融
・
保

険
専

門
職

業
従

事
者

1
8
4
 金

融
・
保

険
専

門
職

業
従

事
者

1
8
9
 そ

の
他

の
経

営
・
金

融
・
保

険
専

門
職

業
従

事
者

6
3
,8

1
0

3
9
,1

5
0

1
9
 教

員
1
9
 教

員
1
,3

9
9
,2

9
0

1
,3

8
4
,9

1
0

1
9
1
 幼

稚
園

教
員

1
9
1
 幼

稚
園

教
員

1
1
2
,2

6
0

1
0
8
,5

5
0

1
3
5
 幼

稚
園

教
員

，
保

育
教

諭

1
9
2
 小

学
校

教
員

1
9
2
 小

学
校

教
員

4
1
1
,8

1
0

4
1
0
,1

6
0

1
9
3
 中

学
校

教
員

1
9
3
 中

学
校

教
員

2
3
6
,7

4
0

2
3
5
,8

7
0

1
9
a 

高
等

学
校

教
員

1
9
4
 高

等
学

校
教

員
1
9
5
 中

等
教

育
学

校
教

員
2
7
4
,5

4
0

2
7
3
,1

6
0

1
3
7
 高

等
学

校
教

員

1
9
6
 特

別
支

援
学

校
教

員
1
9
6
 特

別
支

援
学

校
教

員
7
3
,8

2
0

7
3
,4

7
0

1
9
7
 高

等
専

門
学

校
教

員

2
0
 宗

教
家

2
0
 宗

教
家

1
1
5
,8

4
0

4
8
,0

2
0

2
0
1
 宗

教
家

2
0
1
 宗

教
家

1
1
5
,8

4
0

4
8
,0

2
0

1
4
2
 宗

教
家

2
1
 著

述
家

，
記

者
，

編
集

者
2
1
 著

述
家

，
記

者
，

編
集

者
1
0
4
,0

3
0

6
5
,3

3
0

2
1
1
 著

述
家

2
1
1
 著

述
家

2
5
,2

9
0

3
,6

1
0

2
1
2
 記

者
，

編
集

者
2
1
2
 記

者
，

編
集

者
7
8
,7

3
0

6
1
,7

1
0

2
2
 美

術
家

，
デ

ザ
イ

ナ
ー

，
写

真
家

，
映

像
撮

影
者

2
2
 美

術
家

，
デ

ザ
イ

ナ
ー

，
写

真
家

，
映

像
撮

影
者

2
9
5
,6

1
0

1
6
0
,3

5
0

2
2
a 

彫
刻

家
，

画
家

，
工

芸
美

術
家

2
2
1
 彫

刻
家

2
2
2
 画

家
，

書
家

2
2
3
 工

芸
美

術
家

3
7
,8

2
0

4
,6

7
0

1
4
4
 美

術
家

，
写

真
家

，
映

像
撮

影
者

2
2
4
 デ

ザ
イ

ナ
ー

2
2
4
 デ

ザ
イ

ナ
ー

1
9
3
,8

3
0

1
2
4
,1

7
0

1
4
5
 デ

ザ
イ

ナ
ー

2
2
5
 写

真
家

，
映

像
撮

影
者

2
2
5
 写

真
家

，
映

像
撮

影
者

6
3
,9

7
0

3
1
,5

1
0

2
3
 音

楽
家

，
舞

台
芸

術
家

2
3
 音

楽
家

，
舞

台
芸

術
家

7
7
,1

4
0

4
2
,2

5
0

2
3
1
 音

楽
家

2
3
1
 音

楽
家

2
3
,1

8
0

7
,5

7
0

2
3
a 

舞
踊

家
，

俳
優

，
演

出
家

，
演

芸
家

2
3
2
 舞

踊
家

2
3
3
 俳

優
2
3
4
 演

出
家

2
3
5
 演

芸
家

5
3
,9

6
0

3
4
,6

8
0

1
9
9
 そ

の
他

の
教

員
1
9
9
 そ

の
他

の
教

員
1
1
0
,2

8
0

1
0
5
,5

3
0

1
9
c
 大

学
教

員
1
7
9
,8

3
0

1
7
8
,1

7
0

1
9
8
 大

学
教

員

1
4
1
 そ

の
他

の
教

員

1
4
3
 著

述
家

，
記

者
，

編
集

者

1
4
6
 音

楽
家

，
舞

台
芸

術
家

1
3
6
 小

･中
学

校
教

員

1
3
8
 大

学
教

授
（
高

専
含

む
）

1
3
9
 大

学
准

教
授

（
高

専
含

む
）

1
4
0
 大

学
講

師
，

助
教

（
高

専
含

む
）

1
3
3
 公

認
会

計
士

，
税

理
士

1
3
4
 そ

の
他

の
経

営
・
金

融
・
保

険
専

門
職

業
従

事
者
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就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

2
4
 そ

の
他

の
専

門
的

職
業

従
事

者
2
4
 そ

の
他

の
専

門
的

職
業

従
事

者
7
9
2
,5

8
0

4
7
4
,4

0
0

2
4
a 

図
書

館
司

書
，

学
芸

員
2
4
1
 図

書
館

司
書

2
4
2
 学

芸
員

2
7
,8

6
0

2
7
,0

0
0

2
4
n
 個

人
教

師
（
音

楽
）

7
0
,3

3
0

1
8
,1

4
0

2
4
p 

個
人

教
師

（
舞

踊
，

俳
優

，
演

出
，

演
芸

）
2
1
,0

9
0

7
,3

3
0

2
4
r 

個
人

教
師

（
ス

ポ
ー

ツ
）

1
0
3
,0

6
0

7
8
,8

0
0

2
4
s 

個
人

教
師

（
学

習
指

導
）

1
9
2
,0

4
0

1
4
0
,1

1
0

2
4
t 

個
人

教
師

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

1
0
5
,9

4
0

4
6
,4

3
0

2
4
5
 職

業
ス

ポ
ー

ツ
従

事
者

2
4
5
 職

業
ス

ポ
ー

ツ
従

事
者

1
1
,2

3
0

4
,2

7
0

2
4
6
 通

信
機

器
操

作
従

事
者

2
4
6
 通

信
機

器
操

作
従

事
者

1
7
,0

2
0

1
5
,0

0
0

2
4
c
 他

に
分

類
さ

れ
な

い
専

門
的

職
業

従
事

者
2
4
3
 カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
（
医

療
・
福

祉
施

設
を

除
く
）

2
4
9
 他

に
分

類
さ

れ
な

い
専

門
的

職
業

従
事

者
2
4
3
,9

9
0

1
3
7
,3

2
0

2
4
4
 個

人
教

師
1
4
7
 個

人
教

師

1
4
8
 他

に
分

類
さ

れ
な

い
専

門
的

職
業

従
事

者
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就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

C
 事

務
従

事
者

C
 事

務
従

事
者

1
1
,4

4
6
,2

7
0

9
,4

4
3
,5

5
0

C
 事

務
従

事
者

2
5
 一

般
事

務
従

事
者

2
5
 一

般
事

務
従

事
者

8
,0

5
9
,8

0
0

6
,5

0
5
,4

2
0

2
5
a 

庶
務

・
人

事
事

務
員

2
5
1
 庶

務
事

務
員

2
5
2
 人

事
事

務
員

1
,2

3
7
,7

8
0

1
,0

4
8
,3

8
0

2
5
4
 受

付
・
案

内
事

務
員

2
5
4
 受

付
・
案

内
事

務
員

 
3
8
8
,1

9
0

3
3
7
,5

1
0

2
5
6
 電

話
応

接
事

務
員

2
5
6
 電

話
応

接
事

務
員

2
5
6
,8

5
0

2
4
5
,7

1
0

2
0
2
 電

話
応

接
事

務
員

2
5
7
 総

合
事

務
員

2
5
7
 総

合
事

務
員

2
,7

6
9
,5

5
0

2
,4

5
0
,1

5
0

2
5
3
 企

画
事

務
員

2
5
5
 秘

書

2
5
9
 そ

の
他

の
一

般
事

務
従

事
者

2
6
 会

計
事

務
従

事
者

2
6
 会

計
事

務
従

事
者

1
,4

8
6
,1

4
0

1
,1

6
2
,7

2
0

2
6
a 

会
計

事
務

従
事

者

2
6
1
 現

金
出

納
事

務
員

2
6
2
 預

・
貯

金
窓

口
事

務
員

2
6
3
 経

理
事

務
員

2
6
9
 そ

の
他

の
会

計
事

務
従

事
者

1
,4

8
6
,1

4
0

1
,1

6
2
,7

2
0

2
0
3
 会

計
事

務
従

事
者

2
7
 生

産
関

連
事

務
従

事
者

2
7
 生

産
関

連
事

務
従

事
者

5
2
5
,3

7
0

5
1
4
,1

7
0

2
7
a 

生
産

関
連

事
務

従
事

者
2
7
1
 生

産
現

場
事

務
員

2
7
2
 出

荷
・
受

荷
事

務
員

5
2
5
,3

7
0

5
1
4
,1

7
0

2
0
4
 生

産
関

連
事

務
従

事
者

2
8
 営

業
・
販

売
事

務
従

事
者

2
8
 営

業
・
販

売
事

務
従

事
者

6
9
5
,0

7
0

6
6
0
,5

9
0

2
8
a 

営
業

・
販

売
事

務
従

事
者

2
8
1
 営

業
・
販

売
事

務
員

2
8
9
 そ

の
他

の
営

業
・
販

売
事

務
従

事
者

6
9
5
,0

7
0

6
6
0
,5

9
0

2
0
5
 営

業
・
販

売
事

務
従

事
者

2
9
 外

勤
事

務
従

事
者

2
9
 外

勤
事

務
従

事
者

1
0
2
,0

7
0

5
2
,5

6
0

2
9
1
 集

金
人

2
9
1
 集

金
人

 
2
5
,4

8
0

2
0
,5

6
0

2
9
2
 調

査
員

2
9
2
 調

査
員

3
7
,2

4
0

5
,2

0
0

2
9
9
 そ

の
他

の
外

勤
事

務
従

事
者

2
9
9
 そ

の
他

の
外

勤
事

務
従

事
者

3
9
,3

5
0

2
6
,8

0
0

3
0
 運

輸
・
郵

便
事

務
従

事
者

3
0
 運

輸
・
郵

便
事

務
従

事
者

3
5
4
,2

3
0

3
4
4
,2

7
0

3
0
a 

運
輸

事
務

員
3
0
1
 旅

客
・
貨

物
係

事
務

員
3
0
2
 運

行
管

理
事

務
員

2
0
6
,5

5
0

1
9
9
,9

3
0

3
0
3
 郵

便
事

務
員

3
0
3
 郵

便
事

務
員

1
4
7
,6

8
0

1
4
4
,3

4
0

3
1
 事

務
用

機
器

操
作

員
3
1
 事

務
用

機
器

操
作

員
2
2
3
,5

9
0

2
0
3
,8

1
0

3
1
1
 パ

ー
ソ

ナ
ル

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

操
作

員
3
1
1
 パ

ー
ソ

ナ
ル

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

操
作

員
5
9
,9

3
0

5
4
,3

0
0

3
1
2
 デ

ー
タ

・
エ

ン
ト

リ
ー

装
置

操
作

員
3
1
2
 デ

ー
タ

・
エ

ン
ト

リ
ー

装
置

操
作

員
1
4
3
,1

8
0

1
3
1
,1

6
0

3
1
a 

そ
の

他
の

事
務

用
機

器
操

作
員

3
1
3
 電

子
計

算
機

オ
ペ

レ
ー

タ
ー

（
パ

ー
ソ

ナ
ル

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

を
除

く
）

3
1
9
 そ

の
他

の
事

務
用

機
器

操
作

員
2
0
,4

8
0

1
8
,3

5
0

2
0
1
 一

般
事

務
従

事
者

2
5
c
 そ

の
他

の
一

般
事

務
従

事
者

3
,4

0
7
,4

3
0

2
,4

2
3
,6

7
0

2
0
8
 事

務
用

機
器

操
作

員

2
0
6
 外

勤
事

務
従

事
者

2
0
7
 運

輸
・
郵

便
事

務
従

事
者
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就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

D
 販

売
従

事
者

D
 販

売
従

事
者

7
,3

1
5
,7

4
0

6
,1

2
7
,1

5
0

D
 販

売
従

事
者

3
2
 商

品
販

売
従

事
者

3
2
 商

品
販

売
従

事
者

3
,9

5
3
,3

1
0

3
,2

8
4
,2

9
0

3
2
1
 小

売
店

主
・
店

長
3
2
1
 小

売
店

主
・
店

長
3
7
8
,0

6
0

6
3
,6

8
0

3
2
2
 卸

売
店

主
・
店

長
3
2
2
 卸

売
店

主
・
店

長
4
9
,9

3
0

1
,8

1
0

3
2
4
 商

品
訪

問
・
移

動
販

売
従

事
者

3
2
4
 商

品
訪

問
・
移

動
販

売
従

事
者

3
1
,9

4
0

1
2
,2

7
0

3
2
5
 再

生
資

源
回

収
・
卸

売
従

事
者

3
2
5
 再

生
資

源
回

収
・
卸

売
従

事
者

2
2
,7

0
0

1
1
,7

9
0

3
2
6
 商

品
仕

入
外

交
員

3
2
6
 商

品
仕

入
外

交
員

3
2
,9

4
0

2
6
,9

8
0

3
3
 販

売
類

似
職

業
従

事
者

3
3
 販

売
類

似
職

業
従

事
者

3
7
6
,4

7
0

1
6
3
,8

5
0

3
3
1
 不

動
産

仲
介

・
売

買
人

3
3
1
 不

動
産

仲
介

・
売

買
人

7
4
,8

9
0

3
6
,8

8
0

3
3
2
 保

険
代

理
・
仲

立
人

（
ブ

ロ
ー

カ
ー

）
3
3
2
 保

険
代

理
・
仲

立
人

（
ブ

ロ
ー

カ
ー

）
3
0
,4

9
0

5
,9

3
0

3
3
a 

そ
の

他
の

販
売

類
似

職
業

従
事

者
3
3
3
 有

価
証

券
売

買
・
仲

立
人

，
金

融
仲

立
人

3
3
4
 質

屋
店

主
・
店

員
3
3
9
 そ

の
他

の
販

売
類

似
職

業
従

事
者

2
7
1
,0

9
0

1
2
1
,0

4
0

3
4
 営

業
職

業
従

事
者

3
4
 営

業
職

業
従

事
者

2
,9

8
5
,9

6
0

2
,6

7
9
,0

1
0

3
4
3
 医

薬
品

営
業

職
業

従
事

者
3
4
3
 医

薬
品

営
業

職
業

従
事

者
1
0
0
,7

0
0

9
8
,6

4
0

3
4
7
 不

動
産

営
業

職
業

従
事

者
3
4
7
 不

動
産

営
業

職
業

従
事

者
1
2
2
,2

3
0

9
9
,8

1
0

3
4
c
 そ

の
他

の
営

業
職

業
従

事
者

3
4
1
 食

料
品

営
業

職
業

従
事

者
3
4
2
 化

学
品

営
業

職
業

従
事

者
3
4
9
 そ

の
他

の
営

業
職

業
従

事
者

1
,6

5
7
,6

4
0

1
,4

4
7
,9

9
0

3
0
1
 販

売
店

員

3
0
2
 そ

の
他

の
商

品
販

売
従

事
者

3
2
3
 販

売
店

員
3
2
3
 販

売
店

員
3
,4

3
7
,7

5
0

3
,1

6
7
,7

6
0

3
4
6
 金

融
・
保

険
営

業
職

業
従

事
者

3
4
6
 金

融
・
保

険
営

業
職

業
従

事
者

4
8
4
,2

6
0

4
5
6
,3

8
0

3
4
a 

機
械

器
具

・
通

信
・
シ

ス
テ

ム
営

業
職

業
従

事
者

3
4
4
 機

械
器

具
営

業
職

業
従

事
者

 （
通

信
機

械
器

具
を

除
く
）

3
4
5
 通

信
・
シ

ス
テ

ム
営

業
職

業
従

事
者

6
2
1
,1

3
0

5
7
6
,2

0
0

3
0
8
 そ

の
他

の
営

業
職

業
従

事
者

3
0
3
 販

売
類

似
職

業
従

事
者

3
0
4
 自

動
車

営
業

職
業

従
事

者

3
0
5
 機

械
器

具
・
通

信
・
シ

ス
テ

ム
営

業
職

業
従

事
者

（
自

動
車

を
除

く
）

3
0
6
 金

融
営

業
職

業
従

事
者

3
0
7
 保

険
営

業
職

業
従

事
者
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就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

E
 サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

E
 サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

6
,8

8
6
,3

9
0

5
,6

9
8
,3

8
0

E
 サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

3
5
 家

庭
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

3
5
 家

庭
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

2
3
,4

5
0

1
2
,6

6
0

3
5
1
 家

政
婦

（
夫

）
，

家
事

手
伝

い
3
5
1
 家

政
婦

（
夫

）
，

家
事

手
伝

い
1
1
,0

7
0

5
,0

1
0

3
5
9
 そ

の
他

の
家

庭
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

3
5
9
 そ

の
他

の
家

庭
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

1
2
,3

8
0

7
,6

5
0

3
6
 介

護
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

3
6
 介

護
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

1
,5

5
2
,4

1
0

1
,5

3
3
,5

9
0

3
6
1
 介

護
職

員
（
医

療
・
福

祉
施

設
等

）
3
6
1
 介

護
職

員
（
医

療
・
福

祉
施

設
等

）
1
,2

6
2
,2

5
0

1
,2

4
8
,9

0
0

3
6
2
 訪

問
介

護
従

事
者

3
6
2
 訪

問
介

護
従

事
者

2
9
0
,1

6
0

2
8
4
,6

9
0

4
0
2
 訪

問
介

護
従

事
者

3
7
 保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

3
7
 保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

3
2
4
,6

1
0

3
1
0
,2

7
0

3
7
1
 看

護
助

手
3
7
1
 看

護
助

手
1
4
1
,7

4
0

1
4
0
,6

1
0

4
0
3
 看

護
助

手

3
7
a 

そ
の

他
の

保
健

医
療

サ
ー

ビ
ス

職
業

従
事

者
3
7
2
 歯

科
助

手
3
7
9
 そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

1
8
2
,8

7
0

1
6
9
,6

6
0

3
8
 生

活
衛

生
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

3
8
 生

活
衛

生
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

7
9
0
,3

2
0

3
9
4
,0

4
0

3
8
1
 理

容
師

3
8
1
 理

容
師

1
6
8
,5

5
0

2
9
,9

0
0

3
8
2
 美

容
師

3
8
2
 美

容
師

3
5
0
,1

3
0

1
6
9
,7

3
0

3
8
3
 美

容
サ

ー
ビ

ス
従

事
者

（
美

容
師

を
除

く
）

3
8
3
 美

容
サ

ー
ビ

ス
従

事
者

（
美

容
師

を
除

く
）

1
1
5
,6

6
0

7
8
,8

7
0

3
8
4
 浴

場
従

事
者

3
8
4
 浴

場
従

事
者

4
1
,1

5
0

3
5
,0

0
0

3
8
a 

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

職
，

洗
張

職
3
8
5
 ク

リ
ー

ニ
ン

グ
職

3
8
6
 洗

張
職

1
1
4
,8

3
0

8
0
,5

3
0

4
0
6
 ク

リ
ー

ニ
ン

グ
職

，
洗

張
職

3
9
 飲

食
物

調
理

従
事

者
3
9
 飲

食
物

調
理

従
事

者
1
,8

4
6
,1

3
0

1
,4

4
1
,4

2
0

3
9
1
 調

理
人

3
9
1
 調

理
人

1
,8

3
8
,6

1
0

1
,4

3
7
,3

0
0

3
9
2
 バ

ー
テ

ン
ダ

ー
3
9
2
 バ

ー
テ

ン
ダ

ー
7
,5

2
0

4
,1

2
0

4
0
 接

客
・
給

仕
職

業
従

事
者

4
0
 接

客
・
給

仕
職

業
従

事
者

1
,5

6
2
,5

0
0

1
,3

4
2
,5

6
0

4
0
1
 飲

食
店

主
・
店

長
4
0
1
 飲

食
店

主
・
店

長
1
2
5
,8

3
0

3
2
,6

8
0

4
0
9
 飲

食
物

給
仕

従
事

者

4
0
2
 旅

館
主

・
支

配
人

4
0
2
 旅

館
主

・
支

配
人

2
5
,4

6
0

7
,8

0
0

4
1
1
 身

の
回

り
世

話
従

事
者

4
0
3
 飲

食
物

給
仕

従
事

者
4
0
9
 飲

食
物

給
仕

従
事

者

4
1
0
 航

空
機

客
室

乗
務

員

4
1
1
 身

の
回

り
世

話
従

事
者

4
0
c
 接

客
社

交
従

事
者

4
0
5
 接

客
社

交
従

事
者

4
0
6
 芸

者
，

ダ
ン

サ
ー

2
8
,1

6
0

2
4
,2

7
0

4
0
7
 娯

楽
場

等
接

客
員

4
0
7
 娯

楽
場

等
接

客
員

4
2
2
,8

2
0

4
0
5
,0

9
0

4
1
 居

住
施

設
・
ビ

ル
等

管
理

人
4
1
 居

住
施

設
・
ビ

ル
等

管
理

人
2
5
6
,3

8
0

1
9
5
,3

7
0

4
1
a 

マ
ン

シ
ョ

ン
・
ア

パ
ー

ト
・
下

宿
・
寄

宿
舎

・
寮

管
理

人
4
1
1
 マ

ン
シ

ョ
ン

・
ア

パ
ー

ト
・
下

宿
管

理
人

4
1
2
 寄

宿
舎

・
寮

管
理

人
1
5
0
,5

9
0

1
1
9
,2

4
0

4
1
3
 ビ

ル
管

理
人

4
1
3
 ビ

ル
管

理
人

4
7
,8

4
0

3
6
,2

6
0

4
1
4
 駐

車
場

管
理

人
4
1
4
 駐

車
場

管
理

人
5
7
,9

4
0

3
9
,8

7
0

4
2
 そ

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

4
2
 そ

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

5
3
0
,5

8
0

4
6
8
,5

0
0

4
2
1
 旅

行
・
観

光
案

内
人

4
2
1
 旅

行
・
観

光
案

内
人

1
7
,2

6
0

1
4
,3

6
0

4
2
2
 物

品
一

時
預

り
人

4
2
2
 物

品
一

時
預

り
人

1
,6

8
0

1
,1

5
0

4
2
3
 物

品
賃

貸
人

4
2
3
 物

品
賃

貸
人

7
0
,3

4
0

6
4
,7

7
0

4
2
4
 広

告
宣

伝
員

4
2
4
 広

告
宣

伝
員

2
8
,6

1
0

2
3
,9

5
0

4
2
5
 葬

儀
師

，
火

葬
作

業
員

4
2
5
 葬

儀
師

，
火

葬
作

業
員

4
6
,9

1
0

4
1
,6

7
0

4
2
9
 他

に
分

類
さ

れ
な

い
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

4
2
9
 他

に
分

類
さ

れ
な

い
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

3
6
5
,7

7
0

3
2
2
,5

9
0

4
0
a 

飲
食

物
給

仕
・
身

の
回

り
世

話
従

事
者

9
6
0
,2

4
0

8
7
2
,7

2
0

4
0
4
 身

の
回

り
世

話
従

事
者

4
1
2
 娯

楽
場

等
接

客
員

4
1
3
 居

住
施

設
・
ビ

ル
等

管
理

人

4
1
4
 そ

の
他

の
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

4
0
1
 介

護
職

員
（
医

療
・
福

祉
施

設
等

）

4
0
4
 そ

の
他

の
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
職

業
従

事
者

4
0
5
 理

容
・
美

容
師

4
0
7
 美

容
サ

ー
ビ

ス
（
美

容
師

を
除

く
）
・
浴

場
従

事
者

4
0
8
 飲

食
物

調
理

従
事

者
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就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

F
 保

安
職

業
従

事
者

F
 保

安
職

業
従

事
者

1
,0

9
5
,4

8
0

4
2
8
,0

1
0

F
 保

安
職

業
従

事
者

4
3
 保

安
職

業
従

事
者

1
,0

9
5
,4

8
0

4
2
8
,0

1
0

4
3
a 

自
衛

官

4
3
1
　

陸
上

自
衛

官
4
3
2
　

海
上

自
衛

官
4
3
3
　

航
空

自
衛

官
4
3
4
　

防
衛

大
学

校
・
防

衛
医

科
大

学
校

学
生

2
3
1
,4

4
0

5
,4

9
0

4
4
a 

警
察

官
，

海
上

保
安

官
4
4
1
 警

察
官

4
4
2
 海

上
保

安
官

2
5
2
,6

0
0

2
,8

0
0

4
4
c
 看

守
，

そ
の

他
の

司
法

警
察

職
員

4
4
9
 そ

の
他

の
司

法
警

察
職

員
4
5
1
 看

守
1
4
,7

5
0

0

4
5
2
 消

防
員

4
5
2
 消

防
員

1
4
8
,2

4
0

2
,5

3
0

4
5
3
 警

備
員

4
5
3
 警

備
員

3
7
0
,7

3
0

3
5
6
,2

6
0

4
5
9
 他

に
分

類
さ

れ
な

い
保

安
職

業
従

事
者

4
5
9
 他

に
分

類
さ

れ
な

い
保

安
職

業
従

事
者

7
7
,7

2
0

6
0
,9

1
0

5
0
2
 そ

の
他

の
保

安
職

業
従

事
者

G
 農

林
漁

業
従

事
者

G
 農

林
漁

業
従

事
者

2
,1

7
2
,3

7
0

4
0
4
,4

3
0

G
 農

林
漁

業
従

事
者

4
6
 農

業
従

事
者

4
6
 農

業
従

事
者

1
,9

8
4
,9

3
0

3
2
8
,1

5
0

4
6
1
 農

耕
従

事
者

4
6
1
 農

耕
従

事
者

1
,6

8
6
,6

4
0

1
8
3
,9

2
0

4
6
2
 養

畜
従

事
者

4
6
2
 養

畜
従

事
者

1
6
1
,1

6
0

6
6
,2

9
0

4
6
3
 植

木
職

，
造

園
師

4
6
3
 植

木
職

，
造

園
師

1
3
1
,3

2
0

7
3
,8

5
0

4
6
9
 そ

の
他

の
農

業
従

事
者

4
6
9
 そ

の
他

の
農

業
従

事
者

5
,8

1
0

4
,1

0
0

4
7
 林

業
従

事
者

4
7
 林

業
従

事
者

4
5
,4

4
0

3
2
,9

6
0

4
7
1
 育

林
従

事
者

4
7
1
 育

林
従

事
者

1
9
,4

0
0

1
4
,2

7
0

4
7
2
 伐

木
・
造

材
・
集

材
従

事
者

4
7
2
 伐

木
・
造

材
・
集

材
従

事
者

2
0
,9

1
0

1
5
,7

9
0

4
7
9
 そ

の
他

の
林

業
従

事
者

4
7
9
 そ

の
他

の
林

業
従

事
者

5
,1

3
0

2
,9

0
0

4
8
 漁

業
従

事
者

4
8
 漁

業
従

事
者

1
4
2
,0

0
0

4
3
,3

1
0

4
8
1
 漁

労
従

事
者

4
8
1
 漁

労
従

事
者

7
6
,0

5
0

2
4
,8

3
0

4
8
2
 船

長
・
航

海
士

・
機

関
長

・
機

関
士

（
漁

労
船

）
4
8
2
 船

長
・
航

海
士

・
機

関
長

・
機

関
士

（
漁

労
船

）
9
,4

4
0

3
,1

5
0

4
8
3
 海

藻
・
貝

採
取

従
事

者
4
8
3
 海

藻
・
貝

採
取

従
事

者
1
4
,2

8
0

7
5
0

4
8
4
 水

産
養

殖
従

事
者

4
8
4
 水

産
養

殖
従

事
者

3
7
,8

6
0

1
3
,2

6
0

4
8
9
 そ

の
他

の
漁

業
従

事
者

4
8
9
 そ

の
他

の
漁

業
従

事
者

4
,3

7
0

1
,3

3
0

4
3
 自

衛
官

4
4
 司

法
警

察
職

員
4
5
 そ

の
他

の
保

安
職

業
従

事
者

対
象

外

5
0
1
 警

備
員

5
5
1
 農

林
漁

業
従

事
者
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就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

H
 生

産
工

程
従

事
者

H
 生

産
工

程
従

事
者

7
,6

7
9
,8

7
0

6
,6

1
0
,1

0
0

H
 生

産
工

程
従

事
者

4
9
 製

品
製

造
・
加

工
処

理
従

事
者

（
金

属
製

品
）

1
,1

4
9
,3

5
0

9
8
4
,3

4
0

4
9
a 

製
銑

・
製

鋼
・
非

鉄
金

属
製

錬
従

事
者

4
9
1
 製

銑
・
製

鋼
・
非

鉄
金

属
製

錬
設

備
制

御
・
監

視
員

5
2
1
 製

銑
・
製

鋼
・
非

鉄
金

属
製

錬
従

事
者

3
8
,2

0
0

3
6
,9

9
0

4
9
c
 鋳

物
製

造
・
鍛

造
従

事
者

4
9
2
 鋳

物
製

造
・
鍛

造
設

備
制

御
・
監

視
員

5
2
2
 鋳

物
製

造
・
鍛

造
従

事
者

4
3
,8

1
0

4
0
,9

2
0

4
9
d 

金
属

工
作

機
械

作
業

従
事

者
4
9
3
 金

属
工

作
設

備
制

御
・
監

視
員

5
2
3
 金

属
工

作
機

械
作

業
従

事
者

1
6
1
,9

3
0

1
3
8
,5

7
0

4
9
e
 金

属
プ

レ
ス

従
事

者
4
9
4
 金

属
プ

レ
ス

設
備

制
御

・
監

視
員

5
2
4
 金

属
プ

レ
ス

従
事

者
6
9
,3

0
0

6
2
,0

5
0

4
9
f 
鉄

工
，

製
缶

従
事

者
4
9
5
 鉄

工
・
製

缶
設

備
制

御
・
監

視
員

5
2
5
 鉄

工
，

製
缶

従
事

者
5
3
,0

4
0

4
2
,3

9
0

4
9
g 

板
金

従
事

者
4
9
6
 板

金
設

備
制

御
・
監

視
員

5
2
6
 板

金
従

事
者

8
3
,8

6
0

5
1
,5

2
0

4
9
h
 金

属
彫

刻
・
表

面
処

理
従

事
者

4
9
7
 金

属
彫

刻
・
表

面
処

理
設

備
制

御
・
監

視
員

5
2
7
 金

属
彫

刻
・
表

面
処

理
従

事
者

3
8
,9

0
0

3
4
,7

9
0

4
9
i 
金

属
溶

接
・
溶

断
従

事
者

4
9
8
 金

属
溶

接
・
溶

断
設

備
制

御
・
監

視
員

5
2
8
 金

属
溶

接
・
溶

断
従

事
者

1
8
2
,3

2
0

1
5
7
,1

2
0

4
9
j 
そ

の
他

の
製

品
製

造
・
加

工
処

理
従

事
者

（
金

属
製

品
）

4
9
9
 そ

の
他

の
生

産
設

備
制

御
・
監

視
従

事
者

（
金

属
製

品
）

5
2
9
 そ

の
他

の
製

品
製

造
・
加

工
処

理
従

事
者

（
金

属
製

品
）

4
7
7
,9

9
0

4
2
0
,0

0
0

5
0
 製

品
製

造
・
加

工
処

理
従

事
者

（
金

属
製

品
を

除
く
）

3
,0

8
6
,5

2
0

2
,5

6
7
,6

3
0

5
0
a 

化
学

製
品

製
造

従
事

者
5
0
1
 化

学
製

品
生

産
設

備
制

御
・
監

視
員

5
3
1
 化

学
製

品
製

造
従

事
者

2
0
3
,6

8
0

1
9
8
,8

2
0

5
0
c
 窯

業
・
土

石
製

品
製

造
従

事
者

5
0
2
 窯

業
・
土

石
製

品
生

産
設

備
制

御
・
監

視
員

5
3
2
 窯

業
・
土

石
製

品
製

造
従

事
者

1
5
1
,8

0
0

1
2
2
,2

0
0

5
0
e
 飲

料
・
た

ば
こ

製
造

従
事

者
5
0
4
 飲

料
・
た

ば
こ

生
産

設
備

制
御

・
監

視
員

5
3
4
 飲

料
・
た

ば
こ

製
造

従
事

者
4
4
,1

1
0

4
0
,0

9
0

5
0
f 
紡

織
・
衣

服
・
繊

維
製

品
製

造
従

事
者

5
0
5
 紡

織
・
衣

服
・
繊

維
製

品
生

産
設

備
制

御
・
監

視
員

5
3
5
 紡

織
・
衣

服
・
繊

維
製

品
製

造
従

事
者

3
2
3
,9

9
0

2
2
2
,5

3
0

5
0
g 

木
・
紙

製
品

製
造

従
事

者
5
0
6
 木

・
紙

製
品

生
産

設
備

制
御

・
監

視
員

5
3
6
 木

・
紙

製
品

製
造

従
事

者
3
0
2
,1

2
0

2
2
4
,9

8
0

5
0
h
 印

刷
・
製

本
従

事
者

5
0
7
 印

刷
・
製

本
設

備
制

御
・
監

視
員

5
3
7
 印

刷
・
製

本
従

事
者

2
0
8
,2

8
0

1
8
0
,1

2
0

5
0
i 
ゴ

ム
・
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

品
製

造
従

事
者

5
0
8
 ゴ

ム
・
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

品
生

産
設

備
制

御
・
監

視
員

5
3
8
 ゴ

ム
・
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

品
製

造
従

事
者

3
0
0
,7

7
0

2
7
1
,1

4
0

5
0
j 
そ

の
他

の
製

品
製

造
・
加

工
処

理
従

事
者

（
金

属
製

品
を

除
く
）

5
0
9
 そ

の
他

の
生

産
設

備
制

御
・
監

視
従

事
者

（
金

属
製

品
を

除
く
）

5
3
9
 そ

の
他

の
製

品
製

造
・
加

工
処

理
従

事
者

（
金

属
製

品
を

除
く
）

3
1
5
,0

7
0

2
0
8
,0

4
0

5
0
d 

食
料

品
製

造
従

事
者

5
0
3
 食

料
品

生
産

設
備

制
御

・
監

視
員

5
3
3
 食

料
品

製
造

従
事

者
1
,2

3
6
,7

2
0

1
,0

9
9
,7

1
0

5
0
　

生
産

設
備

制
御

・
監

視
従

事
者

（
金

属
製

品
を

除
く
）

5
3
 製

品
製

造
・
加

工
処

理
従

事
者

（
金

属
製

品
を

除
く
）

4
9
 生

産
設

備
制

御
・
監

視
従

事
者

（
金

属
製

品
）

5
2
 製

品
製

造
・
加

工
処

理
従

事
者

（
金

属
製

品
）

6
0
4
 金

属
プ

レ
ス

従
事

者

6
0
5
　

鉄
工

，
製

缶
従

事
者

6
0
6
 板

金
従

事
者

6
1
3
 紡

織
・
衣

服
・
繊

維
製

品
製

造
従

事
者

6
1
4
 木

・
紙

製
品

製
造

従
事

者

6
1
5
 印

刷
・
製

本
従

事
者

6
1
6
 ゴ

ム
・
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

品
製

造
従

事
者

6
1
7
 そ

の
他

の
製

品
製

造
・
加

工
処

理
従

事
者

（
金

属
製

品
を

除
く
）

6
0
2
 鋳

物
製

造
・
鍛

造
従

事
者

6
0
3
 金

属
工

作
機

械
作

業
従

事
者

6
0
7
 金

属
彫

刻
・
表

面
処

理
従

事
者

6
0
8
 金

属
溶

接
・
溶

断
従

事
者

6
0
9
 そ

の
他

の
製

品
製

造
・
加

工
処

理
従

事
者

（
金

属
製

品
）

6
1
0
 化

学
製

品
製

造
従

事
者

6
1
1
 窯

業
・
土

石
製

品
製

造
従

事
者

6
1
2
 食

料
品

・
飲

料
・
た

ば
こ

製
造

従
事

者

6
0
1
 製

銑
･製

鋼
・
非

鉄
金

属
製

錬
従

事
者
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就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

5
1
 機

械
組

立
従

事
者

1
,2

7
0
,4

1
0

1
,1

9
8
,4

5
0

5
1
a 

は
ん

用
・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

器
具

組
立

従
事

者
5
1
1
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

器
具

組
立

設
備

制
御

・
監

視
員

5
4
1
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

器
具

組
立

従
事

者
3
2
9
,8

0
0

3
0
5
,6

1
0

5
1
c
 電

気
機

械
器

具
組

立
従

事
者

5
1
2
 電

気
機

械
器

具
組

立
設

備
制

御
・
監

視
員

5
4
2
 電

気
機

械
器

具
組

立
従

事
者

5
0
0
,4

9
0

4
7
3
,1

2
0

5
1
d 

自
動

車
組

立
従

事
者

5
1
3
 自

動
車

組
立

設
備

制
御

・
監

視
員

5
4
3
 自

動
車

組
立

従
事

者
3
3
3
,1

6
0

3
2
4
,3

5
0

5
1
e
 輸

送
機

械
組

立
従

事
者

（
自

動
車

を
除

く
）

5
1
4
 輸

送
機

械
組

立
設

備
制

御
・
監

視
員

（
自

動
車

を
除

く
）

5
4
4
 輸

送
機

械
組

立
従

事
者

（
自

動
車

を
除

く
）

5
5
,4

3
0

4
7
,1

6
0

5
1
f 
計

量
計

測
機

器
・
光

学
機

械
器

具
組

立
従

事
者

5
1
5
 計

量
計

測
機

器
・
光

学
機

械
器

具
組

立
設

備
制

御
・
監

視
員

5
4
5
 計

量
計

測
機

器
・
光

学
機

械
器

具
組

立
従

事
者

5
1
,5

3
0

4
8
,2

1
0

5
5
 機

械
整

備
・
修

理
従

事
者

5
5
 機

械
整

備
・
修

理
従

事
者

9
5
2
,4

8
0

7
8
0
,5

4
0

5
5
1
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

器
具

整
備

・
修

理
従

事
者

5
5
1
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

器
具

整
備

・
修

理
従

事
者

3
7
3
,8

7
0

3
3
6
,5

4
0

5
5
2
 電

気
機

械
器

具
整

備
・
修

理
従

事
者

5
5
2
 電

気
機

械
器

具
整

備
・
修

理
従

事
者

1
0
0
,6

0
0

7
8
,0

2
0

5
5
3
 自

動
車

整
備

・
修

理
従

事
者

5
5
3
 自

動
車

整
備

・
修

理
従

事
者

4
0
5
,2

3
0

3
0
4
,6

3
0

5
5
4
 輸

送
機

械
整

備
・
修

理
従

事
者

（
自

動
車

を
除

く
）

5
5
4
 輸

送
機

械
整

備
・
修

理
従

事
者

（
自

動
車

を
除

く
）

5
9
,8

0
0

5
2
,3

8
0

5
5
5
 計

量
計

測
機

器
・
光

学
機

械
器

具
整

備
・
修

理
従

事
者

5
5
5
 計

量
計

測
機

器
・
光

学
機

械
器

具
整

備
・
修

理
従

事
者

1
2
,9

8
0

8
,9

7
0

5
6
 製

品
検

査
従

事
者

3
5
4
,9

9
0

3
4
3
,1

8
0

5
6
a 

金
属

製
品

検
査

従
事

者
5
6
1
 金

属
材

料
検

査
従

事
者

5
6
2
 金

属
加

工
・
溶

接
・
溶

断
検

査
従

事
者

7
8
,1

8
0

7
5
,8

8
0

5
7
1
 化

学
製

品
検

査
従

事
者

5
7
1
 化

学
製

品
検

査
従

事
者

3
6
,7

6
0

3
6
,5

4
0

5
7
2
 窯

業
・
土

石
製

品
検

査
従

事
者

5
7
2
 窯

業
・
土

石
製

品
検

査
従

事
者

2
0
,7

2
0

2
0
,0

7
0

5
7
3
 食

料
品

検
査

従
事

者
5
7
3
 食

料
品

検
査

従
事

者
4
8
,6

5
0

4
8
,0

4
0

5
7
4
 飲

料
・
た

ば
こ

検
査

従
事

者
5
7
4
 飲

料
・
た

ば
こ

検
査

従
事

者
5
,2

0
0

5
,1

4
0

5
7
5
 紡

織
・
衣

服
・
繊

維
製

品
検

査
従

事
者

5
7
5
 紡

織
・
衣

服
・
繊

維
製

品
検

査
従

事
者

2
9
,6

0
0

2
7
,7

7
0

5
7
6
 木

・
紙

製
品

検
査

従
事

者
5
7
6
 木

・
紙

製
品

検
査

従
事

者
1
2
,9

9
0

1
2
,5

7
0

5
7
7
 印

刷
・
製

本
検

査
従

事
者

5
7
7
 印

刷
・
製

本
検

査
従

事
者

1
3
,5

7
0

1
3
,0

3
0

5
7
8
 ゴ

ム
・
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

品
検

査
従

事
者

5
7
8
 ゴ

ム
・
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

品
検

査
従

事
者

7
8
,1

3
0

7
5
,1

5
0

5
7
9
 そ

の
他

の
製

品
検

査
従

事
者

5
7
9
 そ

の
他

の
製

品
検

査
従

事
者

（
金

属
製

品
を

除
く
）

3
1
,1

9
0

2
8
,9

8
0

5
6
 製

品
検

査
従

事
者

5
7
 製

品
検

査
従

事
者

（
金

属
製

品
を

除
く
）

6
2
2
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

器
具

、
電

気
機

械
器

具
整

備
･修

理
従

事
者

6
2
3
 自

動
車

整
備

・
修

理
事

業
者

6
2
4
 そ

の
他

の
機

械
整

備
・
修

理
従

事
者

5
1
 機

械
組

立
設

備
制

御
・
監

視
従

事
者

5
4
 機

械
組

立
従

事
者

6
1
9
 電

気
機

械
器

具
組

立
従

事
者

6
2
0
 自

動
車

組
立

従
事

者

6
2
1
 そ

の
他

の
機

械
組

立
従

事
者

6
2
5
 製

品
検

査
従

事
者

（
金

属
製

品
）

6
2
6
 製

品
検

査
従

事
者

（
金

属
製

品
を

除
く
）

6
1
8
 は

ん
用

・
生

産
用

･業
務

用
機

械
器

具
組

立
従

事
者
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就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

5
8
 機

械
検

査
従

事
者

5
8
 機

械
検

査
従

事
者

2
7
9
,1

6
0

2
7
3
,7

3
0

5
8
1
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

器
具

検
査

従
事

者
5
8
1
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

器
具

検
査

従
事

者
5
2
,0

0
0

5
0
,9

4
0

5
8
2
 電

気
機

械
器

具
検

査
従

事
者

5
8
2
 電

気
機

械
器

具
検

査
従

事
者

1
2
5
,4

9
0

1
2
2
,9

2
0

5
8
3
 自

動
車

検
査

従
事

者
5
8
3
 自

動
車

検
査

従
事

者
7
7
,5

8
0

7
6
,2

3
0

5
8
4
 輸

送
機

械
検

査
従

事
者

（
自

動
車

を
除

く
）

5
8
4
 輸

送
機

械
検

査
従

事
者

（
自

動
車

を
除

く
）

1
0
,3

6
0

1
0
,2

7
0

5
8
5
 計

量
計

測
機

器
・
光

学
機

械
器

具
検

査
従

事
者

5
8
5
 計

量
計

測
機

器
・
光

学
機

械
器

具
検

査
従

事
者

1
3
,7

4
0

1
3
,3

6
0

5
9
 生

産
関

連
・
生

産
類

似
作

業
従

事
者

5
9
 生

産
関

連
・
生

産
類

似
作

業
従

事
者

5
8
6
,9

5
0

4
6
2
,2

5
0

5
9
n
 画

工
，

塗
装

・
看

板
制

作
従

事
者

2
4
0
,2

0
0

1
5
2
,7

5
0

5
9
p 

生
産

関
連

作
業

従
事

者
（
画

工
，

塗
装

・
看

板
制

作
を

除
く
）

2
8
5
,6

7
0

2
5
6
,6

2
0

5
9
2
 生

産
類

似
作

業
従

事
者

5
9
2
 生

産
類

似
作

業
従

事
者

6
1
,0

8
0

5
2
,8

7
0

5
9
1
 生

産
関

連
作

業
従

事
者

6
2
8
 画

工
，

塗
装

・
看

板
制

作
従

事
者

6
2
7
 機

械
検

査
従

事
者

6
2
9
 製

図
そ

の
他

生
産

関
連

・
類

似
作

業
従

事
者
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就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

I 
輸

送
・
機

械
運

転
従

事
者

I 
輸

送
・
機

械
運

転
従

事
者

2
,0

4
7
,2

7
0

1
,8

8
8
,9

2
0

I 
輸

送
・
機

械
運

転
従

事
者

6
0
 鉄

道
運

転
従

事
者

6
0
 鉄

道
運

転
従

事
者

3
6
,8

1
0

3
6
,6

1
0

6
0
a 

鉄
道

運
転

従
事

者
6
0
1
 電

車
運

転
士

6
0
9
 そ

の
他

の
鉄

道
運

転
従

事
者

3
6
,8

1
0

3
6
,6

1
0

6
1
 自

動
車

運
転

従
事

者
6
1
 自

動
車

運
転

従
事

者
1
,5

0
3
,7

6
0

1
,3

7
6
,3

1
0

6
1
1
 バ

ス
運

転
者

6
1
9
 そ

の
他

の
自

動
車

運
転

従
事

者

6
2
 船

舶
・
航

空
機

運
転

従
事

者
6
2
 船

舶
・
航

空
機

運
転

従
事

者
2
7
,1

1
0

2
2
,5

8
0

6
2
a 

船
長

・
航

海
士

・
運

航
士

（
漁

労
船

を
除

く
）
，

水
先

人
6
2
1
 船

長
（
漁

労
船

を
除

く
）

6
2
2
 航

海
士

・
運

航
士

（
漁

労
船

を
除

く
）
，

水
先

人
1
4
,7

3
0

1
0
,6

4
0

6
2
3
 船

舶
機

関
長

・
機

関
士

（
漁

労
船

を
除

く
）

6
2
3
 船

舶
機

関
長

・
機

関
士

（
漁

労
船

を
除

く
）

6
,5

9
0

6
,3

1
0

6
2
4
 航

空
機

操
縦

士
6
2
4
 航

空
機

操
縦

士
5
,7

9
0

5
,6

2
0

6
3
 そ

の
他

の
輸

送
従

事
者

6
3
 そ

の
他

の
輸

送
従

事
者

1
2
8
,5

7
0

1
2
5
,2

2
0

6
3
1
 車

掌
6
3
1
 車

掌
2
5
,0

4
0

2
4
,8

9
0

6
3
a 

甲
板

員
，

船
舶

技
士

・
機

関
員

6
3
3
 甲

板
員

，
船

舶
技

士
6
3
4
 船

舶
機

関
員

1
3
,7

8
0

1
2
,9

2
0

6
3
c
 他

に
分

類
さ

れ
な

い
輸

送
従

事
者

6
3
2
　

鉄
道

輸
送

関
連

業
務

従
事

者
6
3
9
　

他
に

分
類

さ
れ

な
い

輸
送

従
事

者
8
9
,7

6
0

8
7
,4

1
0

6
4
 定

置
・
建

設
機

械
運

転
従

事
者

6
4
 定

置
・
建

設
機

械
運

転
従

事
者

3
5
1
,0

2
0

3
2
8
,2

1
0

6
4
1
 発

電
員

，
変

電
員

6
4
1
 発

電
員

，
変

電
員

3
4
,8

6
0

3
4
,7

8
0

6
4
2
 ボ

イ
ラ

ー
・
オ

ペ
レ

ー
タ

ー
6
4
2
 ボ

イ
ラ

ー
・
オ

ペ
レ

ー
タ

ー
1
0
,1

5
0

9
,7

6
0

6
4
3
 ク

レ
ー

ン
・
ウ

イ
ン

チ
運

転
従

事
者

6
4
3
 ク

レ
ー

ン
・
ウ

イ
ン

チ
運

転
従

事
者

4
9
,7

7
0

4
4
,8

4
0

6
4
5
 建

設
・
さ

く
井

機
械

運
転

従
事

者
6
4
5
 建

設
・
さ

く
井

機
械

運
転

従
事

者
9
2
,8

3
0

8
0
,6

6
0

6
4
a 

そ
の

他
の

定
置

・
建

設
機

械
運

転
従

事
者

6
4
4
 ポ

ン
プ

・
ブ

ロ
ワ

ー
・
コ

ン
プ

レ
ッ

サ
ー

運
転

従
事

者
6
4
6
 採

油
・
天

然
ガ

ス
採

取
機

械
運

転
従

事
者

6
4
9
 そ

の
他

の
定

置
・
建

設
機

械
運

転
従

事
者

1
6
3
,4

1
0

1
5
8
,1

6
0

6
1
a 

自
動

車
運

転
従

事
者

1
,5

0
3
,7

6
0

1
,3

7
6
,3

1
0

6
1
2
 乗

用
自

動
車

運
転

者

6
1
3
 貨

物
自

動
車

運
転

者

7
1
0
 車

掌

7
1
1
 他

に
分

類
さ

れ
な

い
輸

送
従

事
者

7
1
2
 発

電
員

，
変

電
員

7
0
1
 鉄

道
運

転
従

事
者

7
0
3
 タ

ク
シ

ー
運

転
者

7
0
4
 乗

用
自

動
車

運
転

者
（
タ

ク
シ

ー
運

転
者

を
除

く
）

7
0
9
 航

空
機

操
縦

士

7
1
3
 ク

レ
ー

ン
・
ウ

イ
ン

チ
運

転
従

事
者

7
1
4
 建

設
・
さ

く
井

機
械

運
転

従
事

者

7
1
5
 そ

の
他

の
定

置
・
建

設
機

械
運

転
従

事
者

7
0
7
 自

家
用

貨
物

自
動

車
運

転
者

7
0
8
 そ

の
他

の
自

動
車

運
転

従
事

者

7
0
5
 営

業
用

大
型

貨
物

自
動

車
運

転
者

7
0
6
 営

業
用

貨
物

自
動

車
運

転
者

（
大

型
車

を
除

く
）

7
0
2
 バ

ス
運

転
者

- 57-



就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

J
 建

設
・
採

掘
従

事
者

J
 建

設
・
採

掘
従

事
者

2
,5

6
2
,0

9
0

1
,6

6
5
,0

8
0

J
 建

設
・
採

掘
従

事
者

6
5
 建

設
・
土

木
作

業
従

事
者

2
,0

5
1
,2

2
0

1
,3

0
4
,3

5
0

6
5
1
 型

枠
大

工
6
5
1
 型

枠
大

工
4
6
,0

1
0

3
2
,9

0
0

6
5
2
 と

び
職

6
5
2
 と

び
職

1
0
7
,8

4
0

8
2
,0

0
0

6
5
3
 鉄

筋
作

業
従

事
者

6
5
3
 鉄

筋
作

業
従

事
者

3
2
,5

2
0

2
3
,7

7
0

6
6
1
 大

工
6
6
1
 大

工
3
5
3
,9

8
0

1
3
6
,4

2
0

6
6
2
 ブ

ロ
ッ

ク
積

・
タ

イ
ル

張
従

事
者

6
6
2
 ブ

ロ
ッ

ク
積

・
タ

イ
ル

張
従

事
者

2
7
,8

1
0

1
2
,4

2
0

6
6
3
 屋

根
ふ

き
従

事
者

6
6
3
 屋

根
ふ

き
従

事
者

2
0
,5

6
0

9
,5

3
0

6
6
4
 左

官
6
6
4
 左

官
7
3
,6

3
0

3
3
,8

6
0

8
0
4
 そ

の
他

の
建

設
従

事
者

6
6
5
 畳

職
6
6
5
 畳

職
1
4
,6

1
0

3
,2

7
0

6
6
6
 配

管
従

事
者

6
6
6
 配

管
従

事
者

2
3
6
,1

7
0

1
5
3
,8

9
0

6
8
1
 土

木
従

事
者

6
8
1
 土

木
従

事
者

5
1
4
,7

7
0

4
3
3
,3

8
0

6
8
2
 鉄

道
線

路
工

事
従

事
者

6
8
2
 鉄

道
線

路
工

事
従

事
者

2
4
,5

6
0

2
4
,2

9
0

6
6
9
 そ

の
他

の
建

設
従

事
者

6
8
3
 ダ

ム
・
ト

ン
ネ

ル
掘

削
従

事
者

6
7
 電

気
工

事
従

事
者

6
7
 電

気
工

事
従

事
者

5
0
7
,3

3
0

3
5
7
,5

0
0

6
7
a 

電
線

架
線

・
敷

設
従

事
者

6
7
1
 送

電
線

架
線

・
敷

設
従

事
者

6
7
2
 配

電
線

架
線

・
敷

設
従

事
者

6
7
3
 通

信
線

架
線

・
敷

設
従

事
者

4
6
,6

4
0

4
2
,7

1
0

6
7
4
 電

気
通

信
設

備
工

事
従

事
者

6
7
4
 電

気
通

信
設

備
工

事
従

事
者

8
6
,0

0
0

7
0
,7

1
0

6
7
9
 そ

の
他

の
電

気
工

事
従

事
者

6
7
9
 そ

の
他

の
電

気
工

事
従

事
者

3
7
4
,6

8
0

2
4
4
,0

8
0

6
9
 採

掘
従

事
者

6
9
 採

掘
従

事
者

3
,5

4
0

3
,2

3
0

6
9
3
 砂

利
・
砂

・
粘

土
採

取
従

事
者

6
9
3
 砂

利
・
砂

・
粘

土
採

取
従

事
者

8
4
0

7
0
0

6
9
1
 採

鉱
員

6
9
2
 石

切
出

従
事

者

6
9
9
 そ

の
他

の
採

掘
従

事
者

6
8
a 

そ
の

他
の

建
設

・
土

木
作

業
従

事
者

5
9
8
,7

5
0

3
5
8
,6

4
0

6
9
a 

そ
の

他
の

採
掘

従
事

者
2
,7

0
0

2
,5

2
0

6
5
 建

設
躯

体
工

事
従

事
者

6
6
 建

設
従

事
者

（
建

設
躯

体
工

事
従

事
者

を
除

く
）

6
8
 土

木
作

業
従

事
者

8
0
1
 建

設
躯

体
工

事
従

事
者

8
0
3
 配

管
従

事
者

8
0
6
 土

木
従

事
者

，
鉄

道
線

路
工

事
従

事
者

8
0
5
 電

気
工

事
従

事
者

8
0
7
 ダ

ム
・
ト

ン
ネ

ル
掘

削
従

事
者

，
採

掘
従

事
者

8
0
2
 大

工
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就
業

者
数

役
員

を
除

く
雇

用
者

数
（
C

～
T
、

た
だ

し
S
を

除
く
）

5
8
,8

9
0
,8

1
0

4
4
,5

2
5
,0

5
0

国
勢

調
査

の
職

業
分

類
日

本
標

準
職

業
分

類

国
勢

調
査

賃
金

構
造

基
本

調
査

の
新

職
種

区
分

案

K
 運

搬
・
清

掃
・
包

装
等

従
事

者
K

 運
搬

・
清

掃
・
包

装
等

従
事

者
3
,9

0
6
,9

9
0

3
,4

8
2
,3

9
0

K
 運

搬
・
清

掃
・
包

装
等

従
事

者

7
0
 運

搬
従

事
者

7
0
 運

搬
従

事
者

1
,5

7
5
,1

2
0

1
,4

3
3
,6

1
0

7
0
1
 郵

便
・
電

報
外

務
員

7
0
1
 郵

便
・
電

報
外

務
員

1
2
0
,9

0
0

1
1
9
,1

1
0

7
0
2
 船

内
・
沿

岸
荷

役
従

事
者

7
0
2
 船

内
・
沿

岸
荷

役
従

事
者

1
7
,1

7
0

1
6
,7

1
0

7
0
3
 陸

上
荷

役
・
運

搬
従

事
者

7
0
3
 陸

上
荷

役
・
運

搬
従

事
者

2
2
6
,4

8
0

2
1
8
,3

7
0

7
0
4
 倉

庫
作

業
従

事
者

7
0
4
 倉

庫
作

業
従

事
者

2
4
5
,2

8
0

2
4
1
,9

3
0

7
0
5
 配

達
員

7
0
5
 配

達
員

7
1
7
,0

1
0

5
9
7
,5

6
0

7
0
6
 荷

造
従

事
者

7
0
6
 荷

造
従

事
者

2
4
8
,2

8
0

2
3
9
,9

1
0

7
1
 清

掃
従

事
者

7
1
 清

掃
従

事
者

1
,0

6
6
,9

5
0

9
5
9
,4

8
0

7
1
1
 ビ

ル
・
建

物
清

掃
員

7
1
1
 ビ

ル
・
建

物
清

掃
員

8
1
8
,1

7
0

7
5
5
,8

5
0

9
0
3
 ビ

ル
・
建

物
清

掃
員

7
1
a 

廃
棄

物
処

理
従

事
者

7
1
4
 ご

み
・
し

尿
処

理
従

事
者

7
1
5
 産

業
廃

棄
物

処
理

従
事

者
1
1
4
,9

9
0

1
0
6
,1

5
0

7
1
2
 ハ

ウ
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

職
7
1
2
 ハ

ウ
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

職
2
2
,3

7
0

1
1
,4

5
0

7
1
c
 そ

の
他

の
清

掃
従

事
者

7
1
3
 道

路
・
公

園
清

掃
員

7
1
9
 そ

の
他

の
清

掃
従

事
者

1
1
1
,4

2
0

8
6
,0

3
0

7
2
 包

装
従

事
者

7
2
 包

装
従

事
者

2
5
8
,7

2
0

1
9
8
,0

5
0

7
2
1
 包

装
従

事
者

7
2
1
 包

装
従

事
者

2
5
8
,7

2
0

1
9
8
,0

5
0

9
0
5
 包

装
従

事
者

7
3
 そ

の
他

の
運

搬
・
清

掃
・
包

装
等

従
事

者
7
3
 そ

の
他

の
運

搬
・
清

掃
・
包

装
等

従
事

者
1
,0

0
6
,2

0
0

8
9
1
,2

7
0

7
3
9
 そ

の
他

の
運

搬
・
清

掃
・
包

装
等

従
事

者
7
3
9
 そ

の
他

の
運

搬
・
清

掃
・
包

装
等

従
事

者
1
,0

0
6
,2

0
0

8
9
1
,2

7
0

9
0
6
 他

に
分

類
さ

れ
な

い
運

搬
・
清

掃
・
包

装
等

従
事

者

L
 分

類
不

能
の

職
業

L
 分

類
不

能
の

職
業

2
,9

9
3
,9

4
0

7
2
8
,9

6
0

L
 分

類
不

能
の

職
業

9
9
 分

類
不

能
の

職
業

9
9
 分

類
不

能
の

職
業

2
,9

9
3
,9

4
0

7
2
8
,9

6
0

9
9
9
 分

類
不

能
の

職
業

9
9
9
 分

類
不

能
の

職
業

2
,9

9
3
,9

4
0

7
2
8
,9

6
0

調
査

対
象

職
種

と
し

な
い

が
、

集
計

区
分

は
設

け
る

9
0
1
 船

内
・
沿

岸
荷

役
従

事
者

9
0
2
 そ

の
他

の
運

搬
従

事
者

9
0
4
 清

掃
員

（
ビ

ル
・
建

物
を

除
く
）
，

廃
棄

物
処

理
従

事
者
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